
1 ＣＮＮ情報提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
株式会社日本ケーブ
ルテレビジョン

東京都港区六本木
1-1-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 3,888,000 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

2 新聞の購入（単価）

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
丸の内新聞事業協
同組合

東京都千代田区内
幸町1-7-10

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 24,138,828 - -
新聞の販売代理店は地区ごとに決められてお
り、他に供給可能な者が存在しないため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) 単価契約

3
農業協同組合法等の一部を改正する
法律案（穴アキ（法案・理由））の印刷
製造

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
独立行政法人国立
印刷局

東京都港区虎ノ門2-
2-5

会計法第29条の
3第4項（官報等
の印刷等）

- 6,032,000 - -
官報等を発行しているのは独立行政法人国立
印刷局以外になく、競争を許さないため

1(2)①ﾊ -

4 Agrio（デジタル農業情報誌）提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏
支出負担行為担当
官　水産庁長官　本
川　一善

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
株式会社時事通信
社

東京都中央区銀座
5-15-8

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 3,981,960 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

5 共同通信ニュース提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
一般社団法人共同
通信社

東京都港区東新橋
1-7-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 11,858,400 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

6 時事ゼネラルニュース提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
株式会社時事通信
社

東京都中央区銀座
5-15-8

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 8,683,200 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

7
著作物に関する複写使用料の支払契
約（朝日新聞社）

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
株式会社朝日新聞
社データベース事業
部

東京都中央区築地
5-3-2

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,321,920 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

住所

契約金額

平成28年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

8
著作物に関する複写使用料の支払契
約（西日本新聞社）

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
株式会社西日本新
聞社

福岡県福岡市中央
区天神1-4-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,036,800 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

9
ｉ ＪＡＮＰ（時事行政情報モニター）提供
業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏
支出負担行為担当
官　水産庁長官　本
川　一善

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
株式会社時事通信
社

東京都中央区銀座
5-15-8

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 5,702,400 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

10
現行法令電子版Super法令Webシステ
ム提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫
林野庁一般会計支
出負担行為担当官
林野庁長官　今井
敏
水産庁一般会計支
出負担行為担当官
水産庁長官　本川
一善

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日 株式会社ぎょうせい
東京都江東区新木
場1-18-11

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 3,499,200 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

11 官報情報検索サービス提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫
林野庁一般会計支
出負担行為担当官
林野庁長官　今井
敏
水産庁一般会計支
出負担行為担当官
水産庁長官　本川
一善
食料安定供給特別
会計支出負担行為
担当官　大臣官房経
理課長　石上　和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
東京官署普及株式
会社

東京都千代田区神
田錦町1-2

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,336,344 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

12 ＥＩＫＯＮ－Ｊ－ＣＯＭ情報提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫
食料安定供給特別
会計支出負担行為
担当官　大臣官房経
理課長　石上　和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
トムソン・ロイター・
マーケッツ株式会社

東京都港区赤坂5-
3-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 12,875,889 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

13
農産物貿易政策に関する情報提供業
務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日 DTBアソシエイツ

1700
PENNSYLVANIA
AVE,NW,SUITE 200
WASHINGTON DC
20006

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 2,860,000 - -
農産物貿易政策の詳細な内容や動向等の情
報について、正確かつ迅速に提供できるのは
同社しかいないため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

14 農業政策に関する情報提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
フェーガー・BD・コン
サルティング

1050 K STREET
NW,SUITE 400
WASHINGTON DC
20001-448

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 2,860,000 - -
農業政策の詳細な内容や動向等の情報につ
いて、正確かつ迅速に提供できるのは同社し
かいないため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

15
農業政策に影響を与える政治・経済・
貿易の動向等に関する情報提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
ワシントン・リサーチ・
アナリシス

1730 RHODE
ISLAND AVE．
NW,SUITE 715
WASHINGTON
DC20036

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 3,080,000 - -
農業政策に影響を与える政治・経済・貿易の詳
細な内容や動向等について、正確かつ迅速に
提供できるのは同社しかいないため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

16 貿易統計データベース提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫
支出負担行為担当
官　農林水産政策研
究所長　山下正行

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
Global　Trade
Information
Services　Inc.

2218 ＤＥＶＩＮＥ　ＳＴ
ＲＥＥＴ，ＣＯＬＵＭＢＩ
Ａ，ＳＣ29205

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 5,544,000 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

17
ブルーグバーグ・プロフェッショナル
サービス提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
ブルーグバーグ・エ
ル・ピー

東京都千代田区丸
の内2-4-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 3,274,992 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

18
第一法規法情報総合データサービス
業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫
食料安定供給特別
会計支出負担行為
担当官　大臣官房経
理課長　石上　和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日 第一法規株式会社
東京都港区南青山
2-11-17

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 2,792,880 - -
行政目的を達成するために不可欠な役務につ
いて提供を受けるものであり、当該役務を提供
することが可能なものが一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

19 官報公告等掲載業務（単価）

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫
林野庁一般会計支
出負担行為担当官
林野庁長官　今井
敏
水産庁一般会計支
出負担行為担当官
水産庁長官　本川
一善
食料安定供給特別
会計支出負担行為
担当官　大臣官房経
理課長　石上　和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
独立行政法人国立
印刷局

東京都港区虎ノ門2-
2-4

会計法第29条の
3第4項（官報等
の印刷等）

-
各種公告　1行
（22文字）756
円ほか

- -
官報を発行しているのは、独立行政法人国立
印刷局以外になく、競争を許さないため

1(2)①ﾊ 単価契約

20 口蹄疫不活化濃縮抗原保管業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
株式会社インター
ベット

大阪府大阪市中央
区平野町2-3-7

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,225,655 - -

当省で購入した口蹄疫不活化濃縮抗原につい
て、品質保持に適正な条件下での保管を委託
するものである。口蹄疫不活化濃縮抗原は、そ
の性質上、一定の条件下で厳格に保管し、品
質の確保を行わなければならず、引き続き、特
定の役務の提供が可能な者との契約を締結す
る必要があるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

21
第１回特定農林水産物等に付される登
録標章の商標登録出願等業務（単価）

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月10日
平木国際特許事務
所

東京都港区愛宕2-
5-1

予決令第102条
の4第4号ﾛ（有利
随意契約）

- 4,205,771 - -

平成26年度に商標登録出願が完了しており、
商標登録を早期に登録するためには、引き続
き現地代理人と提携のある者と契約する必要
があるため

1(2)③ﾛ 単価契約

22
第２回特定農林水産物等に付される登
録標章の商標登録出願等業務（単価）

支出負担行為担当
官　農林水産省大臣
官房経理課長　石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月13日

特許業務法人ＨＡＲ
ＡＫＥＮＺＯ　ＷＯＲＬ
Ｄ　ＰＡＴＥＮＴ＆ＴＲＡ
ＤＥＭＡＲＫ

大阪府大阪市北区
天神橋2-北2-6

予決令第102条
の4第4号ﾛ（有利
随意契約）

- 30,499,200 - -

平成26年度に商標登録出願が完了しており、
商標登録を早期に登録するためには、引き続
き現地代理人と提携のある者と契約する必要
があるため

1(2)③ﾛ 単価契約



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

23
平成２７年度国際博覧会政府出展事
業（ミラノ国際博覧会に係る政府参加
準備業務）

支出負担行為担当
官
農林水産省食料産
業局長
櫻庭　英悦

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月1日
独立行政法人日本
貿易振興機構

東京都港区赤坂１－
１２－３２

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 771,000,000 - -

　平成24年３月27日の閣議において、「地球に
食料を、生命にエネルギーを」をテーマに開催
される２０１５年ミラノ国際博覧会への我が国の
公式参加とともに、農林水産省が経済産業省と
ともに幹事省となって準備を進めることとなっ
た。
　また、その閣議において、独立行政法人 日
本貿易振興機構（ジェトロ）が参加機関として決
定されたため、政府出展事業をするためには
当該相手方と契約するほかない。

1(2)①ｲ(ﾊ) -

24
独立行政法人家畜改良センター茨城
牧場長野支場の宿舎用地土地賃貸借
料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長 石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日 長野県
長野県長野市大字
南長野字幅下692-2

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 8,814,900 - -
引き続き使用する宿舎敷地についての契約で
あり、場所が限定され、供給者が一に特定され
るため

1(2)①ﾛ -

25 西合志宿舎敷地賃貸借料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長 石上
和夫

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日 熊本県
熊本県熊本市水前
寺6-18-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 12,479,052 - -
引き続き使用する宿舎敷地についての契約で
あり、場所が限定され、供給者が一に特定され
るため

1(2)①ﾛ -

26 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月1日 三重県
三重県津市広明町
13

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 7,317,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

27
平成27年度国有林ネットワークシステ
ムの機器賃貸借及び保守　一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官
今井　敏

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
東京センチュリー
リース株式会社

東京都千代田区神
田練堀町3番地

予決令第102条
の4第4号ﾛ（有利
随意契約）

- 42,765,084 - -

一般競争による調達を行った場合、新規事業
者は、データの移行費用に加え、機器の調達・
構築経費を計上する必要があり、現行契約の
事業者を下回る価格を提示することは困難で
あるとともに、機器の構築、データ移行にあたっ
ては確実に移行が検証されるまでの期間は現
行機器と並行稼働する必要があり、非合理的
であるため。

1(2)③ﾛ -

28 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月3日 北海道
北海道札幌市中央
区北3条西6

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 43,730,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

29 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月3日 群馬県
群馬県前橋市大手
町1-1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,446,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

30 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月3日 神奈川県
神奈川県横浜市中
区日本大通り1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,945,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

31 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月3日 岐阜県
岐阜県岐阜市藪田
南2-1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 9,223,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

32 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月3日 和歌山県
和歌山県和歌山市
小松原通1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 4,149,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

33 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月3日 鳥取県
鳥取県鳥取市東町
1-220

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 821,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

34 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月3日 高知県
高知県高知市丸ノ内
1-2-20

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 7,477,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

35 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月3日 鹿児島県
鹿児島県鹿児島市
鴨池新町10-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 9,319,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

36 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 岩手県
岩手県盛岡市内丸
10-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 9,438,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

37 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 宮城県
宮城県仙台市青葉
区本町3-8-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 5,901,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

38 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 秋田県
秋田県秋田市山王
4-1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 22,579,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

39 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 栃木県
栃木県宇都宮市塙
田1-1-20

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 964,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

40 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 富山県
富山県富山市新総
曲輪1-7

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 9,176,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

41 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 静岡県
静岡県静岡市葵区
追手町9-6

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 12,300,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

42 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 愛知県
愛知県名古屋市中
区三の丸3-1-2

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 3,632,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

43 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 京都府
京都府京都市上京
区下立売通新町西
入藪ノ内町

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 1,745,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -
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44 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 島根県 島根県松江市殿町1
会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 8,650,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

45 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 山口県
山口県山口市滝町
1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,887,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

46 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 徳島県
徳島県徳島市万代
町1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 5,080,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

47 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 福岡県
福岡県福岡市博多
区東公園7-7

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 6,846,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

48 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 長崎県
長崎県長崎市江戸
町2-13

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,327,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

49 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 大分県
大分県大分市大手
町3-1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 8,686,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

50 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 宮崎県
宮崎県宮崎市橘通
東2-10-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 11,230,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

51
東日本大震災からの復興に向けた保
安林配備対策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 岩手県
岩手県盛岡市内丸
10-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 7,565,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

52
東日本大震災からの復興に向けた保
安林配備対策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 宮城県
宮城県仙台市青葉
区本町3-8-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 3,500,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

53
東日本大震災からの復興に向けた保
安林配備対策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月7日 新潟県
新潟県新潟市中央
区新光町4-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,200,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

54 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月9日 青森県
青森県青森市長島
1-1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 7,287,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

55 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月9日 新潟県
新潟県新潟市中央
区新光町4-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 15,060,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等
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56 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月9日 石川県
石川県金沢市鞍月
1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 3,217,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

57 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月9日 兵庫県
神戸市中央区下山
手通5-10-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 3,211,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

58 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月9日 奈良県
奈良県奈良市登大
路町30

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,434,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

59 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月9日 熊本県
熊本県熊本市中央
区水前寺6-18-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 11,512,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

60 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月9日 山梨県
山梨県甲府市丸の
内1-6-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 10,995,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

61
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月20日 岩手県 盛岡市内丸10番1号
会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

22,120,000 22,120,000 100.0% -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

62
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月20日 宮城県
仙台市青葉区本町3
丁目8番1号

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

18,848,000 18,848,000 100.0% -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

63
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月20日 秋田県
秋田市山王町四丁
目1番1号

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

104,411,000 104,411,000 100.0% -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

64
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月20日 新潟県
新潟市中央区新光
町４番地１

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

22,081,000 22,081,000 100.0% -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

65
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月20日 長野県
長野市大字南長野
字幅下692-2

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

5,000,000 5,000,000 100.0% -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

66
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月20日 奈良県
奈良市登大路町30
番地

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,300,000 1,300,000 100.0% -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

67
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月20日 鹿児島県
鹿児島市鴨池新町
10番1号

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

2,000,000 2,000,000 100.0% -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -
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68
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月22日 山形県
山形市松波二丁目8
番1号

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

16,640,000 16,640,000 100.0% -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

69 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月23日 茨城県
茨城県水戸市笠原
町978-6

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 217,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

70 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月23日 埼玉県
埼玉県さいたま市浦
和区高砂3-15-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 1,130,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

71 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月23日 長野県
長野県長野市大字
南長野字幅下692-2

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 28,098,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

72 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月23日 大阪府
大阪府大阪市中央
区大手前2-1-22

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 1,086,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

73 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月23日 香川県
香川県高松市番町
4-1-10

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 1,195,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

74 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月23日 愛媛県
愛媛県松山市一番
町4-4-2

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 3,503,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

75
森林病害虫等防除事業地方公共団体
委託費

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年4月23日 青森県
青森市長島１丁目１
番１号

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 5,000,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

76 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月27日 山形県
山形県山形市松波
2-8-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 11,025,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

77 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月27日 福島県
福島県福島市杉妻
町2-16

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 77,448,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

78 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月27日 東京都
東京都新宿区西新
宿2-8-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,768,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

79 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月27日 岡山県
岡山県岡山市北区
内山下2-4-6

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 5,701,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

80
東日本大震災からの復興に向けた保
安林配備対策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年4月27日 福島県
福島県福島市杉妻
町2-16

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 24,353,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

81
漁具倉庫賃貸借（境港漁業調整事務
所）

支出負担行為担当
官　水産庁長官　本
川　一善

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
山陰旋網漁業協同
組合

鳥取県境港市昭和
町2-23

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 10,971,936 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約に該当するため

1(2)①ﾛ -

82
事務室の借上げ（北太平洋漁業委員
会事務局運営のため）

支出負担行為担当
官　水産庁長官　本
川　一善

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日
国立大学法人　東京
海洋大学

東京都港区港南4-
5-7

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,121,792 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約に該当するため

1(2)①ﾛ -

83
平成２７年度国際資源評価等推進委
託事業

支出負担行為担当
官　水産庁長官　本
川　一善

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日

「国際資源評価等推
進委託事業」共同研
究機関代表機関国
立研究開発法人水
産総合研究センタ-

神奈川県横浜市西
区みなとみらい２-３-
３　クイ-ンズタワ-Ｂ
１５階

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 790,338,584 - -

　我が国の資源管理施策や水産外交を支える
科学的根拠を得るために精度の高い資源評価
を実施するために必要な、海洋の物理環境、
海洋生物、海洋生態、国内・国際情勢を踏まえ
た資源管理施策等に関する資源専門家を有し
ているとともに、デ-タを得るために必要な調査
実施可能な調査機器を搭載し、広域で調査可
能な多数の大型調査船と沿岸域においても対
象生物の調査範囲（各県等地先）をカバ-でき
るだけの調査能力を備えた調査船を確保でき
るのは、（独）水産総合研究センタ-を中核とし、
道県、大学、民間等で構成された共同研究機
関だけであるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

84
平成27年度我が国周辺水域資源評価
等推進委託事業

支出負担行為担当
官　水産庁長官　本
川　一善

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年4月1日

「我が国周辺水域資
源評価等推進委託
事業」共同実施機関
代表機関国立研究
開発法人水産総合
研究センタ-

神奈川県横浜市西
区みなとみらい２-３-
３クイ-ンズタワ-B棟
15階

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,342,332,000 - -

　我が国の資源管理施策や水産外交を支える
科学的根拠を得るために精度の高い資源評価
を実施するために必要な、海洋の物理環境、
海洋生物、海洋生態、国内漁業及び我が国の
資源管理施策等に関する資源専門家を有して
いるとともにデ-タを得るために必要な調査実
施な調査機器を搭載し、広域で調査可能な多
数の大型調査船と沿岸域においても対象生物
の調査範囲（各県等地先）をカバ-できるだけの
調査能力を備えた調査船を確保できるのは、
（独）水産総合研究センタ-を中核とし、都府
県、大学、民間等で構成された共同実施機関
だけであるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

85 つくばWAN回線提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日
公益財団法人国際
科学振興財団

茨城県つくば市春日
3-24-16

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- 19,440,000 - 0 提供可能な業者が一に特定されるため 1(2)①ﾆ(ﾛ) -

86 電話交換機システム賃貸借

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日
東日本電信電話株
式会社　茨城支店

茨城県水戸市北見
町8-8

予決令第102条
の4第4号ﾛ（有利
随意契約）

- 2,871,984 - -
現行の機器等を再リースして利用することが経
済的かつ効率的であるため

1(2)③ﾛ -
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87 官報広告等掲載業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日
独立行政法人国立
印刷局

東京都港区虎ノ門2-
2-4

会計法第29条の
3第4項（官報等
の印刷等）

- 1行756円他 - -
官報を発行しているのは(独)国立印刷局以外
になく、競争を許さないため

1(2)①ﾊ -

88 後納郵便料

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日 日本郵便株式会社
東京都台東区蔵前
1-3-25

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- - - -
郵便法第4条に基づき、契約相手方は日本郵
便(株)に限定され、競争を許さないため

1(2)①ﾆ(ﾊ)
長期継続契
約

89 都市ガス

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日
筑波学園ガス株式会
社

茨城県つくば市研究
学園2-1-2

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- 24,253,500 - - 供給可能な業者が一に特定されるため 1(2)①ﾆ(ﾛ) -

90 水道料

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日 つくば市上下水道部
茨城県つくば市研究
学園1-1-1

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- - - - 供給可能な業者が一に特定されるため 1(2)①ﾆ(ﾛ)
長期継続契
約

91 下水道料

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日 つくば市上下水道部
茨城県つくば市研究
学園1-1-1

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- - - - 供給可能な業者が一に特定されるため 1(2)①ﾆ(ﾛ)
長期継続契
約

92 水道料（ポンプステーション）

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日 つくば市上下水道部
茨城県つくば市研究
学園1-1-1

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- - - - 供給可能な業者が一に特定されるため 1(2)①ﾆ(ﾛ)
長期継続契
約

93 文献情報管理ツール（Ｍｅｎｄｅｌｅｙ）

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長　栁原清

茨城県つくば市観音
台2-1-9

平成27年4月1日
エルゼビア・ビー・ブ
イ

東京都港区東麻布
1-9-15

会計法第29条の
3第4項（文献情
報）

- 2,644,760 - - 供給可能な業者が一に特定されるため 1(2)①ﾆ(ﾍ) -

94
平成27年度宮城県収入減少影響緩和
対策積立金管理業務委託

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
宮城県担い手育成
総合支援協議会

宮城県仙台市青葉
区堤通雨宮町4-17

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

2,180,000 2,180,000 100.0% -

「農業の担い手に対する経営安定のため交付
金の交付に関する法律施行規則第13条第1項
第4号」で県知事の意見を聞き、農林水産大臣
が指定することになっているため、契約の相手
方が一に決められている。

1(2)①ｲ(ｲ) -

95
平成27年度秋田県収入減少影響緩和
対策積立金管理業務委託

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
秋田県農業再生協
議会

秋田県秋田市八橋
南2-10-16

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

5,932,000 5,932,000 100.0% -

「農業の担い手に対する経営安定のため交付
金の交付に関する法律施行規則第13条第1項
第4号」で県知事の意見を聞き、農林水産大臣
が指定することになっているため、契約の相手
方が一に決められている。

1(2)①ｲ(ｲ) -
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96
平成27年度山形県収入減少影響緩和
対策積立金管理業務委託

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
公益財団法人やま
がた農業支援セン
ター

山形県山形市緑町
1-9-30

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

4,190,000 4,190,000 100.0% 0

「農業の担い手に対する経営安定のため交付
金の交付に関する法律施行規則第13条第1項
第4号」で県知事の意見を聞き、農林水産大臣
が指定することになっているため、契約の相手
方が一に決められている。

1(2)①ｲ(ｲ) -

97
平成27年度福島県収入減少影響緩和
対策積立金管理業務委託

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
福島県担い手育成
総合支援協議会

福島県福島市中町
8-2

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,561,000 1,561,000 100.0% -

「農業の担い手に対する経営安定のため交付
金の交付に関する法律施行規則第13条第1項
第4号」で県知事の意見を聞き、農林水産大臣
が指定することになっているため、契約の相手
方が一に決められている。

1(2)①ｲ(ｲ) -

98
８００Mhz帯デジタルMCA中継局利用
契約

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
一般財団法人移動
無線センター東北セ
ンター

宮城県仙台市青葉
区本町２－１５－１

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

2,208,384 2,208,384 100.0% -

電波法4条に基づく総務省の許可を受け、本地
域においてＭCA無線を構築・運営している者
は唯一当該業者のみであることにより、競争を
許さないことから随意契約を結ぶものである。

1(2)①ｲ(ｲ) -

99
東北農政局和賀中部農業水利事業所
庁舎建物等賃貸借契約

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
岩手中部土地改良
区

岩手県北上市和賀
町藤根18-39-3

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 14,256,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

100
東北農政局和賀中央農業水利事業所
庁舎建物等賃貸借契約

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 10,368,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

101
東北農政局米沢平野農業水利事業所
庁舎建物等賃貸借契約

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
株式会社金子レンタ
ル

山形県米沢市城北
2-1-17

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 12,182,400 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

102
東北農政局赤川農業水利事業所庁舎
建物等賃貸借契約

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
庄内赤川土地改良
区

山形県鶴岡市馬場
町7-35

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 11,725,704 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

103 職員宿舎賃貸借
支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 9,600,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

104 職員宿舎賃貸借
支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 870,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

105
平成27年度東北農政局庄内あさひ農
地保全事業所庁舎建物等賃貸借契約

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
日東工営株式会社
東北支店

宮城県仙台市青葉
区一番町1-4-28

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 11,262,240 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -
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106
東北農政局八戸地域センター敷地、庁
舎及び作業棟賃貸借

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
南部地域農業共済
組合

青森県十和田市大
字三本木字里ノ沢１
-４７

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 13,982,544 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

107
東北農政局奥州地域センター庁舎及
び駐車場賃貸借

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
EC南部コーポレー
ション株式会社

岩手県奥州市水沢
区佐倉河字慶徳７１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 13,596,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

108
東北農政局盛岡地域センター庁舎及
び駐車場賃貸借

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月1日
株式会社リオ・コンサ
ルティング

東京都千代田区永
田町２－１２－４

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 16,694,100 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

109 平成27年度庁舎土地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北奥羽土地改良調
査管理事務所長　松
澤　智亮

青森県弘前市大字
新寺町149-2

平成27年4月1日 弘前市
青森県弘前市大字
上白銀町1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,331,980 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

110 宮城支所土地及び建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所長　合屋
英之

岩手県盛岡市内丸
7-25

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,600,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -

111 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所長　合屋
英之

岩手県盛岡市内丸
7-25

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,296,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -

112 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所長　合屋
英之

岩手県盛岡市内丸
7-25

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 900,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -

113
最上川支所庁舎建物及び駐車場賃貸
借契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
西奥羽土地改良調
査管理事務所長　長
井　薫

秋田県秋田市山王
7-1-3

平成27年4月1日 最上川土地改良区
山形県山形市飯沢
62-2

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,566,852 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

114
村山北部支所事務室及び駐車場賃貸
借契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
西奥羽土地改良調
査管理事務所長　長
井　薫

秋田県秋田市山王
7-1-3

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区港南二
丁目16番1号

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,079,756 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -

115 職員宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
西奥羽土地改良調
査管理事務所長　長
井　薫

秋田県秋田市山王
7-1-3

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,412,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -

116
平成27年度庁舎敷地一式賃貸借（事
務所）

分任支出負担行為
担当官代理東北農
政局阿武隈土地改
良調査管理事務所
次長　福田　和吉

福島県福島市笹谷
字稲場38-7

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,620,760 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

117
平成27年度庁舎敷地及び建物一式賃
貸借（安積疏水特別監視支所）

分任支出負担行為
担当官代理東北農
政局阿武隈土地改
良調査管理事務所
次長　福田　和吉

福島県福島市笹谷
字稲場38-7

平成27年4月1日
安積疏水土地改良
区

福島県郡山市開成
2-22-2

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,000,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

118 平成27年度職員宿舎一式賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理東北農
政局阿武隈土地改
良調査管理事務所
次長　福田　和吉

福島県福島市笹谷
字稲場38-7

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,266,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

119 平成27年度職員宿舎一式賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理東北農
政局阿武隈土地改
良調査管理事務所
次長　福田　和吉

福島県福島市笹谷
字稲場38-7

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,456,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

120 電気使用契約一式（事務所）

分任支出負担行為
担当官代理東北農
政局阿武隈土地改
良調査管理事務所
次長　福田　和吉

福島県福島市笹谷
字稲場38-7

平成27年4月1日
東北電力株式会社
福島営業所

福島県福島市置賜
町2-35

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- 1,717,004 - -
電力を供給出来る者が東北電力株式会社しか
なく、競争を許さないため

1(2)①ﾆ(ﾛ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

121 電気使用契約一式（羽鳥ダム管理所）

分任支出負担行為
担当官代理東北農
政局阿武隈土地改
良調査管理事務所
次長　福田　和吉

福島県福島市笹谷
字稲場38-7

平成27年4月1日
東北電力株式会社
白河営業所

福島県白河市字中
田29-1

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- 1,633,927 - -
電力を供給出来る者が東北電力株式会社しか
なく、競争を許さないため

1(2)①ﾆ(ﾛ) -

122
東北農政局和賀中部農業水利事業所
猿ヶ石川農業水利事業建設所庁舎建
物及び駐車場賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日
猿ヶ石北部土地改良
区

岩手県花巻市東和
町安俵3区19

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 7,827,840 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

123 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日
積和不動産東北株
式会社　北上賃貸営
業所

岩手県北上市九年
橋3-17-17

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 6,270,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

124 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,104,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

125 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 804,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

126 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日
アベケイテックス有
限会社

岩手県花巻市花城
町3-12

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,236,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

127 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,584,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

128 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,488,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日
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名称 所在地 商号又は名称

129 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 804,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

130
東北農政局和賀中部農業水利事業所
岩手山麓農業水利事業建設所庁舎、
車庫及び庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月1日
岩手山麓土地改良
区

岩手県滝沢市巣子
990-9

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,240,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

131 職員宿舎賃貸借　1式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
米沢平野農業水利
事業所長　鈴木　博

山形県米沢市駅前
3-1-19

平成27年4月1日 株式会社ラピスコ
東京都大田区大森
南2-3-10

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,497,840 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

132 職員宿舎賃貸借　1式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
米沢平野農業水利
事業所長　鈴木　博

山形県米沢市駅前
3-1-19

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,214,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

133 職員宿舎賃貸借　1式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
米沢平野農業水利
事業所長　鈴木　博

山形県米沢市駅前
3-1-19

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 840,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

134 職員宿舎賃貸借　1式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
米沢平野農業水利
事業所長　鈴木　博

山形県米沢市駅前
3-1-19

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 840,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

135 職員宿舎賃貸借　1式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
米沢平野農業水利
事業所長　鈴木　博

山形県米沢市駅前
3-1-19

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,872,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

136 職員宿舎賃貸借　1式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
米沢平野農業水利
事業所長　鈴木　博

山形県米沢市駅前
3-1-19

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 828,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容
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137 事業所庁舎電力供給契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
米沢平野農業水利
事業所長　鈴木　博

山形県米沢市駅前
3-1-19

平成27年4月1日
東北電力株式会社
米沢営業所

山形県米沢市門東
町三丁目2-40

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- 1,492,079 - -
電力供給を行うことが可能な業者が当該業者
のみであるため。

1(2)①ﾆ(ﾛ) -

138 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
庄内あさひ農地保全
事業所長　佐藤　功

山形県鶴岡市下名
川字村下102-2

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,320,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

139 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
庄内あさひ農地保全
事業所長　佐藤　功

山形県鶴岡市下名
川字村下102-2

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,320,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

140
庄内あさひ農地保全事業所コア保管
倉庫賃貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
庄内あさひ農地保全
事業所長　佐藤　功

山形県鶴岡市下名
川字村下102-2

平成27年4月1日 株式会社ナガワ
東京都千代田区丸
の内１－４－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,121,040 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

141 事業所庁舎及び車庫賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
田沢二期農業水利
事業所長　工藤　敏
光

秋田県大仙市大曲
川原町9-17

平成27年4月1日
秋田県田沢疏水土
地改良区

秋田県大仙市大曲
川原町9-17

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 7,425,600 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

142
名取川土地改良建設事業建設所庁舎
及び駐車場賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
仙台東土地改良建
設事業所長　加藤
公平

宮城県仙台市宮城
野区五輪1-3-20

平成27年4月1日 名取川土地改良区
宮城県名取市植松
字錦田84-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,631,256 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

143
亘理・山元土地改良建設事業建設所
庁舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
仙台東土地改良建
設事業所長　加藤
公平

宮城県仙台市宮城
野区五輪1-3-20

平成27年4月1日 亘理土地改良区
宮城県亘理郡亘理
町字江下124

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,157,120 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

144
亘理・山元土地改良建設事業建設所
会議室賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
仙台東土地改良建
設事業所長　加藤
公平

宮城県仙台市宮城
野区五輪1-3-20

平成27年4月1日
東北グレーダー株式
会社

宮城県仙台市泉区
松森字中道81

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,296,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容
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145 職員宿舎建物賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
仙台東土地改良建
設事業所長　加藤
公平

宮城県仙台市宮城
野区五輪1-3-20

平成27年4月1日 有限会社ユウワ
宮城県仙台市宮城
野区榴ヶ岡21-100

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,152,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

146 職員宿舎建物賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
仙台東土地改良建
設事業所長　加藤
公平

宮城県仙台市宮城
野区五輪1-3-20

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,224,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

147 職員宿舎建物賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
仙台東土地改良建
設事業所長　加藤
公平

宮城県仙台市宮城
野区五輪1-3-20

平成27年4月1日
東建ビル管理株式
会社

愛知県名古屋市中
区丸の内2-1-33

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,032,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

148 職員宿舎建物賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
仙台東土地改良建
設事業所長　加藤
公平

宮城県仙台市宮城
野区五輪1-3-20

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区港南2-
16-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 938,400 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

149 職員宿舎建物賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
仙台東土地改良建
設事業所長　加藤
公平

宮城県仙台市宮城
野区五輪1-3-20

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区港南2-
16-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 897,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

150 職員宿舎物件賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
平川二期農業水利
事業所長　畠田　充
幸

青森県弘前市大字
高田1-10-9

平成27年4月1日
大和リビング株式会
社東北支店

宮城県仙台市青葉
区大町2-2-10

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 840,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

151 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中央農業水利
事業所長　小野寺
悟

岩手県北上市鍛冶
町一丁目11-58

平成27年4月1日
大和リビング株式会
社東北支店

宮城県仙台市青葉
区大町2-2-10

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 828,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

152 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
盛岡地域センター長
中野　明久

岩手県盛岡市盛岡
駅前北通1番10号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,920,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -
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153 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
盛岡地域センター長
中野　明久

岩手県盛岡市盛岡
駅前北通1番10号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,080,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -

154 事業所庁舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
平鹿平野農業水利
事業所長　大泉　勝
利

秋田県横手市大屋
新町字大平99-39

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,119,200 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

155
事業所庁舎敷地及び駐車場等用地賃
貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
平鹿平野農業水利
事業所長　大泉　勝
利

秋田県横手市大屋
新町字大平99-39

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,469,836 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

156
事業所庁舎敷地及び駐車場等用地賃
貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
平鹿平野農業水利
事業所長　大泉　勝
利

秋田県横手市大屋
新町字大平99-39

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,212,756 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

157 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
平鹿平野農業水利
事業所長　大泉　勝
利

秋田県横手市大屋
新町字大平99-39

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 828,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

158 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
平鹿平野農業水利
事業所長　大泉　勝
利

秋田県横手市大屋
新町字大平99-39

平成27年4月1日
奥山ボーリング株式
会社

秋田県横手市神明
町1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 852,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

159
電力契約（従量電灯C　20kVA、低圧電
力23kW）（東北農政局平鹿平野農業水
利事業所）

分任支出負担行為
担当官東北農政局
平鹿平野農業水利
事業所長　大泉　勝
利

秋田県横手市大屋
新町字大平99-39

平成27年4月1日
東北電力株式会社
横手営業所

秋田県横手市前郷
二番町11-24

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- - - -
本地域において、電力を供給可能な業者は唯
一当該業者のみであることにより、競争を許さ
ないことから随意契約を結ぶものである。

1(2)①ﾆ(ﾛ) -

160 庁舎土地及び建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
中津山農業水利事
業所長　宮石　幸雄

宮城県石巻市相野
谷字飯野川町159-1

平成27年4月1日
いしのまき農業協同
組合

宮城県石巻市中里
5-1-12

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,980,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -
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161 宿舎建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
中津山農業水利事
業所長　宮石　幸雄

宮城県石巻市相野
谷字飯野川町159-1

平成27年4月1日 信和物産株式会社
宮城県石巻市恵み
野6丁目1-4

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,320,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -

162 庁舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官東北農政局
津軽農業水利事務
所長　大平　正三

青森県五所川原市
金木町芦野２１０－３

平成27年4月1日 小田川土地改良区
青森県五所川原市
金木町芦野２１０ー３

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,368,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約のため

1(2)①ﾛ -

163
横手西部農業水利事業　油川幹線排
水路工事に係る土地使用補償金

分任支出負担行為
担当官東北農政局
平鹿平野農業水利
事業所長　大泉　勝
利

秋田県横手市大屋
新町字大平99-39

平成27年4月9日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共工事を施工する際の権利の取得及び損失
補償等に対する契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約となること
から随意契約を結ぶものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

164
平成27年度国営仙台東地区換地処分
等業務委託

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年4月10日 仙台東土地改良区
宮城県仙台市若林
区荒井字丑の頭104

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

80,703,800 80,703,800 100.0% -
行政目的を達成するために不可欠な特定の情
報について、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

165
猿ヶ石川農業水利事業　取入水路（そ
の３）工事に係る電気工作物移転工事
補償金

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年4月13日
東北電力株式会社
岩手支店

岩手県盛岡市紺屋
町1-25

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失
補償等に対して契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるもの
である。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

166
和賀中央農業水利事業　中央幹線放
水路（その１）（その２）工事に伴う工事
補償金契約金

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中央農業水利
事業所長　小野寺
悟

岩手県北上市鍛冶
町一丁目11-58

平成27年4月13日
東北電力株式会社
岩手支店

岩手県盛岡市紺屋
町1-25

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失
補償等に対して契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるもの
である。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

167
国営かんがい排水事業（沼尻堀（その
7）工事）に伴う電気工作物移転等工事
補償金

分任支出負担行為
担当官東北農政局
米沢平野農業水利
事業所長　鈴木　博

山形県米沢市駅前
3-1-19

平成27年4月15日
東北電力株式会社
山形支店

山形県山形市本町
2-1-9

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失
補償等に対して契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

168
中津山農業水利事業旧古川排水路
（その７）工事に伴う通信線路移転等補
償

分任支出負担行為
担当官東北農政局
中津山農業水利事
業所長　宮石　幸雄

宮城県石巻市相野
谷字飯野川町159-1

平成27年4月22日
東日本電信電話株
式会社宮城事業部

宮城県仙台市若林
区五橋三丁目2番1
号

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失
補償等に対して契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるもの
である。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
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の数
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随意契約によ
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財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

169
平成27年度工事実績情報システム（コ
リンズ）利用
一式

分任支出負担行為
担当官代理　関東農
政局土地改良技術
事務所次長　蘭　嘉
宜

埼玉県川口市南町
2-5-3

平成27年4月1日
一般財団法人日本
建設情報総合セン
ター

東京都港区赤坂7-
10-20

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,234,251 - -

農業農村整備事業に係る工事実績、技術者
データ等の情報を持っている唯一の機関であ
り、工事実績情報サービスに関するプログラム
及びデータベースの著作権を有している機関で
あるため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

170
大井川用水農業水利事業所庁舎の賃
貸借契約
一式

支出負担行為担当
官　関東農政局長
末松　広行

埼玉県さいたま市中
央区新都心2-1さい
たま新都心合同庁舎
2号館

平成27年4月1日 大井川土地改良区 静岡県島田市30-2
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 12,625,632 - -
当該箇所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約。

1(2)①ﾛ -

171
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
大井川用水農業水
利事業所長　櫻庭
光一

静岡県島田市中央
町30-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

172
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
大井川用水農業水
利事業所長　櫻庭
光一

静岡県島田市中央
町30-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

173
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
大井川用水農業水
利事業所長　櫻庭
光一

静岡県島田市中央
町30-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

174
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
大井川用水農業水
利事業所長　櫻庭
光一

静岡県島田市中央
町30-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

175
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
大井川用水農業水
利事業所長　櫻庭
光一

静岡県島田市中央
町30-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -
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176
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
大井川用水農業水
利事業所長　櫻庭
光一

静岡県島田市中央
町30-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

177
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
大井川用水農業水
利事業所長　櫻庭
光一

静岡県島田市中央
町30-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

178
建物賃貸借契約（印旛第一宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
印旛沼二期農業水
利事業所長　中西
昭弘

千葉県佐倉市宮小
路町28

平成27年4月1日 株式会社観山
千葉県佐倉市宮前
3-4-10

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 6,340,800 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

179
建物賃貸借契約（印旛第二宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
印旛沼二期農業水
利事業所長　中西
昭弘

千葉県佐倉市宮小
路町28

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

180
建物賃貸借契約（印旛第三宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
印旛沼二期農業水
利事業所長　中西
昭弘

千葉県佐倉市宮小
路町28

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

181
建物賃貸借契約（印旛第五宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
印旛沼二期農業水
利事業所長　中西
昭弘

千葉県佐倉市宮小
路町28

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

182
建物賃貸借契約（印旛第六宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
印旛沼二期農業水
利事業所長　中西
昭弘

千葉県佐倉市宮小
路町28

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -
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183
建物賃貸借契約（印旛第七宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
印旛沼二期農業水
利事業所長　中西
昭弘

千葉県佐倉市宮小
路町28

平成27年4月1日 有限会社嘉倉商事
千葉県佐倉市六﨑
1116

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,254,000 - -

職員の宿舎として利用することから、建物の住
所・面積・価格など当方が求める条件に合致す
る物件が極めて限定されるなかで、最も条件に
見合う物件を選定していることから、本契約に
ついては価格面で他との競争を許さないもので
あると判断した。

1(2)①ﾛ -

184
建物及び土地賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
印旛沼二期農業水
利事業所長　中西
昭弘

千葉県佐倉市宮小
路町28

平成27年4月1日 印旛沼土地改良区
千葉県佐倉市山崎
143

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 888,000 - -
当該箇所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため。

1(2)①ﾛ -

185
荒川中部農業水利事業　事業所庁舎
賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
荒川中部農業水利
事業所長　田中　玄
太郎

埼玉県深谷市岡
2381-1

平成27年4月1日 深谷市長
埼玉県深谷市仲町
11-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,185,180 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため

1(2)①ﾛ -

186
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
荒川中部農業水利
事業所長　田中　玄
太郎

埼玉県深谷市岡
2381-1

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区港南2-
16-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,416,400 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

187
庁舎敷地に係る土地賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

188
建物賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月1日
株式会社ステップハ
ウジング

千葉県八街市八街
ほ230－79

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,612,000 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

189
職員宿舎敷地に係る土地賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -
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190
関東農政局土浦地域センター庁舎　土
地賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
水戸地域センター長
遠山　和治

茨城県水戸市北見
町1-9

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

191
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日
積和不動産中部株
式会社　掛川賃貸営
業所

静岡県掛川市駅前
1-9

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,936,960 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

192
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日
セガワ不動産株式会
社

静岡県菊川市半済
1911－1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,080,000 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

193
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日 有限会社アドバンス
静岡県菊川市本所
1261－1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,810,080 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

194
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区港南2-
16-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,479,000 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

195
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

196
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

197
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

198
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

199
職員用宿舎賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
西関東土地改良調
査管理事務所長　丸
田　雅博

静岡県菊川市加茂
2280-1

平成27年4月1日 南アルプス市
山梨県南アルプス市
小笠原376

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,632,000 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

200
建物賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
宇都宮地域センター
長　西岡　睦夫

栃木県宇都宮市中
央2-1-16

平成27年4月1日
株式会社大一不動
産

栃木県大田原市紫
塚1-14-13

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,984,800 - -
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであり、場所
が限定され供給者が一に特定される契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

201
建物賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
利根川水系土地改
良調査管理事務所
長　中里　良一

千葉県柏市根戸
471-65

平成27年4月1日 株式会社高商
群馬県高崎市小八
木町810-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,800,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため。

1(2)①ﾛ -

202
建物賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
利根川水系土地改
良調査管理事務所
長　中里　良一

千葉県柏市根戸
471-65

平成27年4月1日
有限会社ラブイシカ
ワ

千葉県旭市ロ1247
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,786,400 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため。

1(2)①ﾛ -

203
職員宿舎賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
利根川水系土地改
良調査管理事務所
長　中里　良一

千葉県柏市根戸
471-65

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
個人情報非公
表

- -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

204
吉高機場建設工事に係る土地使用補
償金
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
印旛沼二期農業水
利事業所長　中西
昭弘

千葉県佐倉市宮小
路町28

平成27年4月9日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

205

北総中央農業水利事業平成27年度土
地改良施設の管理使用に伴う管理経
費に係る作業の委託
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月9日
北総中央用水土地
改良区

千葉県八街市八街
ほ113

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 7,721,000 - -
土地改良法に基づき農林水産大臣の適否の
決定を受けた管理者に委託するものであり、契
約の相手方が一に定められているため。

1(2)①ｲ(ｲ) -

206

北総中央農業水利事業7号調整水槽
管理用道路工事に係る土地取得対価
相当額補償金
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

207

北総中央農業水利事業7号支線用水
路工事及び住野･榎戸末端用水路そ
の1工事に係る区分地上権設定対価
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

208

北総中央農業水利事業7号調整水槽
工事及び住野･榎戸末端用水路その1
工事に係る土地使用等補償
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

209

北総中央農業水利事業7号調整水槽
工事及び住野･榎戸末端用水路その1
工事に係る土地使用等補償
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

210

北総中央農業水利事業7号調整水槽
工事及び住野･榎戸末端用水路その1
工事に係る土地使用等補償
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

211

北総中央農業水利事業7号調整水槽
工事及び住野･榎戸末端用水路その1
工事に係る土地使用等補償
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

212

北総中央農業水利事業7号調整水槽
工事及び住野･榎戸末端用水路その1
工事に係る物件移転補償
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

213

北総中央農業水利事業7号調整水槽
工事及び住野･榎戸末端用水路その1
工事に係る物件移転補償
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

-
個人情報非公
表

- -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

214

北総中央農業水利事業7号調整水槽
工事及び住野･榎戸末端用水路その1
工事に係る物件移転補償
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年4月27日
株式会社スマートハ
ウジング

千葉県千葉市中央
区松波2-18-6

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うもので、工事に必要となる契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるものであるた
め、随意契約を行うものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

215
北陸農政局富山地域センター建物賃
貸借
1件

支出負担行為担当
官　北陸農政局長
雜賀　幸哉

富山県富山市牛島
新町11-7

平成27年4月1日
立山木材工業株式
会社

富山県富山市桜町
1-2-3

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,499,200 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

216
職員宿舎賃貸借
10戸

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
信濃川水系土地改
良調査管理事務所
長　髙居和弘

新潟県新潟市中央
区川岸町1-49-3

平成27年4月1日 株式会社鐙ビル
新潟県新潟市中央
区鐙西1-12-16

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 8,280,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

217
職員宿舎賃貸借
9戸

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
信濃川水系土地改
良調査管理事務所
長　髙居和弘

新潟県新潟市中央
区川岸町1-49-3

平成27年4月1日
有限会社メゾン團九
郎

新潟県新潟市中央
区関屋恵町11-28

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 6,120,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

218
職員宿舎賃貸借
2戸

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
信濃川水系土地改
良調査管理事務所
長　髙居和弘

新潟県新潟市中央
区川岸町1-49-3

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,248,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

219
地盤沈下観測小屋敷地賃貸借
1161.18㎡

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
信濃川水系土地改
良調査管理事務所
長　髙居和弘

新潟県新潟市中央
区川岸町1-49-3

平成27年4月1日
白根郷土地改良区
理事長　河内一男

新潟県新潟市南区
白根東町1-4-36

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 947,520 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

220 職員宿舎（園町宿舎）賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
西北陸土地改良調
査管理事務所長　井
口三郎

石川県小松市園町
ホ85-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

221
職員宿舎（園町2号宿舎外）賃貸借契
約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
西北陸土地改良調
査管理事務所長　井
口三郎

石川県小松市園町
ホ85-1

平成27年4月1日
清水都市開発株式
会社

石川県小松市小馬
出町28-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,644,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

222 射水平野支所賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
西北陸土地改良調
査管理事務所長　井
口三郎

石川県小松市園町
ホ85-1

平成27年4月1日
射水平野土地改良
区

富山県射水市三ヶ
624

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,400,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

223
職員宿舎賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
加治川二期農業水
利事業所長　松田文
秀

新潟県新発田市日
渡96

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

224
職員宿舎賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
加治川二期農業水
利事業所長　松田文
秀

新潟県新発田市日
渡96

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

225
職員宿舎賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
加治川二期農業水
利事業所長　松田文
秀

新潟県新発田市日
渡96

平成27年4月1日
積和不動産中部株
式会社新潟賃貸営
業所

新潟県新潟市中央
区南笹口1-1-54

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,527,760 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

226
職員宿舎賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
新川流域農業水利
事業所長　相澤　顕
之

新潟県新潟市西蒲
区巻甲5488

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,200,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

227
職員宿舎賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
新川流域農業水利
事業所長　相澤　顕
之

新潟県新潟市西蒲
区巻甲5488

平成27年4月1日
積和不動産中部株
式会社新潟賃貸営
業所

新潟県新潟市中央
区南笹口1-1-54

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,637,120 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

228
庁舎等の賃貸借契約
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
新川流域農業水利
事業所長　相澤　顕
之

新潟県新潟市西蒲
区巻甲5488

平成27年4月1日 西蒲原土地改良区
新潟県新潟市西蒲
区巻甲5481-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,016,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

229
庁舎敷地土地賃貸借契約
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
柏崎周辺農業水利
事業所長　鈴村和也

新潟県柏崎市南半
田18番15号

平成27年4月1日
柏崎地域土地開発
公社

新潟県柏崎市中央
町5-50

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,702,116 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

230
職員宿舎建物賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
柏崎周辺農業水利
事業所長　鈴村和也

新潟県柏崎市南半
田18番15号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

231
職員宿舎建物賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
柏崎周辺農業水利
事業所長　鈴村和也

新潟県柏崎市南半
田18番15号

平成27年4月1日 ai-will株式会社
新潟県柏崎市小金
町8-46

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,296,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

232
職員宿舎建物賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
柏崎周辺農業水利
事業所長　鈴村和也

新潟県柏崎市南半
田18番15号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

233
職員宿舎建物賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
柏崎周辺農業水利
事業所長　鈴村和也

新潟県柏崎市南半
田18番15号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

234
職員宿舎建物賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
柏崎周辺農業水利
事業所長　鈴村和也

新潟県柏崎市南半
田18番15号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

235
庁舎賃貸借契約
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
柏崎周辺農業水利
事業所長　鈴村和也

新潟県柏崎市南半
田18番15号

平成27年4月1日
えちご上越農業協同
組合

新潟県上越市藤巻
5-30

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,040,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

236
庁舎賃貸借契約
1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
柏崎周辺農業水利
事業所長　鈴村和也

新潟県柏崎市南半
田18番15号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

237 事業所庁舎等賃貸借

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
手取川流域農業水
利事業所長　田辺昌
幸

石川県白山市鶴来
本町4丁目ト41番地

平成27年4月1日
株式会社ＮＴＴ西日
本アセット・プランニ
ング　北陸支店

石川県金沢市大手
町16-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,276,800 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

238
庁舎敷地賃貸借契約
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
九頭竜川下流農業
水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井市丸岡
町愛宕2番

平成27年4月1日 坂井市
福井県坂井市坂井
町下新庄1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,110,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

239
職員宿舎賃貸借契約
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
九頭竜川下流農業
水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井市丸岡
町愛宕2番

平成27年4月1日
積和不動産中部株
式会社北陸営業部
福井営業所

福井県福井市大手
3-12-20

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,624,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

240
職員宿舎賃貸借契約
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
九頭竜川下流農業
水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井市丸岡
町愛宕2番

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

241
職員宿舎賃貸借契約
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
九頭竜川下流農業
水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井市丸岡
町愛宕2番

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

242
職員宿舎賃貸借契約
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
九頭竜川下流農業
水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井市丸岡
町愛宕2番

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

243
加治川第2頭首工改修工事に伴う土地
使用補償　1式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
加治川二期農業水
利事業所長　松田文
秀

新潟県新発田市日
渡96

平成27年4月9日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

244 白山頭首工工事に伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
手取川流域農業水
利事業所長　田辺昌
幸

石川県白山市鶴来
本町4丁目ト41番地

平成27年4月9日
農事組合法人白山
農産組合

石川県白山市白山
町ソ27-1

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

245
河合春近用水路工事に伴う土地使用
補償
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
九頭竜川下流農業
水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井市丸岡
町愛宕2番

平成27年4月9日
農事組合法人わしづ
か

福井県福井市川合
鷲塚町36-18

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

246
河合春近用水路工事に伴う土地使用
補償
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
九頭竜川下流農業
水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井市丸岡
町愛宕2番

平成27年4月9日
農事組合法人ハー
ネス河合

福井県福井市山室
町2-11

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

247
岸渡排水路工事の施行に伴う土地使
用補償
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
庄川左岸農地防災
事業所長　大羽　泉

富山県砺波市幸町8
番20号

平成27年4月9日
農事組合法人新屋
敷営農組合

富山県砺波市林
1228番地

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-
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契約金額番号 契約の名称及び内容
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248
借り上げ宿舎賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官代理東海農
政局木曽川水系土
地改良調査管理事
務所次長渡辺博美

愛知県名古屋市昭
和区安田通4-8

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
事業遂行のため引き続き宿舎を設置する必要
があり、契約の相手方が一に限定されるもので
ある。

1(2)①ﾛ -

249
平成27年度高山地域センター借上宿
舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理　東海農
政局岐阜地域セン
ター次長　丸山　清

岐阜県岐阜市中鶉
二丁目26番地

平成27年4月1日
株式会社岩佐鐵工
所

岐阜県高山市昭和
町3丁目78番地3

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
平成23年9月から契約をしているが、業務遂行
のため引き続き宿舎を設置する必要があり、契
約の相手方が一に限定されるものである。

1(2)①ﾛ -

250
平成27年度東海農政局新濃尾農地防
災事業所庁舎用地賃貸借契約（1式）

支出負担行為担当
官　東海農政局長
水間　史人

愛知県名古屋市中
区三の丸1-2-2

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

平成11年10月より賃貸借契約を行い庁舎を設
置しているが、引き続き庁舎を設置する必要が
あり契約の相手方が一に限定されるものであ
る。

1(2)①ﾛ -

251
平成27年度東海農政局矢作川総合第
二期農地防災事業所庁舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
矢作川総合第二期
農地防災事業所長
中島　創

愛知県安城市大東
町22-16

平成27年4月1日
明治用水土地改良
区

愛知県安城市大東
町22-16

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 9,480,960 - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

252 職員用宿舎賃貸借契約(1戸)

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
矢作川総合第二期
農地防災事業所長
中島　創

愛知県安城市大東
町22-16

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
事業遂行のため引き続き宿舎を設置する必要
があり、契約の相手方が一に限定されるもので
ある。

1(2)①ﾛ -

253 職員用宿舎賃貸借契約(1戸)

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
矢作川総合第二期
農地防災事業所長
中島　創

愛知県安城市大東
町22-16

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区港南2-
16-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 936,000 - -
事業遂行のため引き続き宿舎を設置する必要
があり、契約の相手方が一に限定されるもので
ある。

1(2)①ﾛ -

254 職員用宿舎賃貸借契約(1戸)

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
矢作川総合第二期
農地防災事業所長
中島　創

愛知県安城市大東
町22-16

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
事業遂行のため宿舎を設置する必要があり、
場所が限定され契約の相手方が一に特定され
るため。

1(2)①ﾛ -

255 職員用宿舎賃貸借契約(1戸)

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
矢作川総合第二期
農地防災事業所長
中島　創

愛知県安城市大東
町22-16

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
事業遂行のため宿舎を設置する必要があり、
場所が限定され契約の相手方が一に特定され
るため。

1(2)①ﾛ -
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256 職員宿舎賃貸借契約（1戸）

分任支出負担行為
担当官代理　東海農
政局新濃尾農地防
災事業所次長　今井
康雄

愛知県一宮市八幡5
丁目1番14号

平成27年4月1日
有限会社マルカホ－
ム

愛知県一宮市大和
町馬引字横手13-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 936,000 - -
事業遂行のため引き続き宿舎を設置する必要
があり、契約の相手方が一に限定されるもので
ある。

1(2)①ﾛ -

257 職員宿舎賃貸借契約（1戸）

分任支出負担行為
担当官代理　東海農
政局新濃尾農地防
災事業所次長　今井
康雄

愛知県一宮市八幡5
丁目1番14号

平成27年4月1日
大和リビングマネジ
メント株式会社

東京都江東区有明3
丁目7番18号

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 816,000 - -
事業遂行のため引き続き宿舎を設置する必要
があり、契約の相手方が一に限定されるもので
ある。

1(2)①ﾛ -

258 職員宿舎賃貸借契約（1戸）

分任支出負担行為
担当官代理　東海農
政局新濃尾農地防
災事業所次長　今井
康雄

愛知県一宮市八幡5
丁目1番14号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
事業遂行のため引き続き宿舎を設置する必要
があり、契約の相手方が一に限定されるもので
ある。

1(2)①ﾛ -

259 職員宿舎賃貸借契約（1戸）

分任支出負担行為
担当官代理　東海農
政局新濃尾農地防
災事業所次長　今井
康雄

愛知県一宮市八幡5
丁目1番14号

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
事業遂行のため引き続き宿舎を設置する必要
があり、契約の相手方が一に限定されるもので
ある。

1(2)①ﾛ -

260
明治用水頭首工耐震化対策建設工事
に係る土地使用補償(1式)

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
矢作川総合第二期
農地防災事業所長
中島　創

愛知県安城市大東
町22-16

平成27年4月9日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失
補償等に対して契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約であること
から、場所及び契約相手方が限定されるもの
である。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

261
明治用水頭首工耐震化対策建設工事
に係る土地使用補償(1式)

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
矢作川総合第二期
農地防災事業所長
中島　創

愛知県安城市大東
町22-16

平成27年4月9日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失
補償等に対して契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約であること
から、場所及び契約相手方が限定されるもの
である。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

262
明治用水頭首工耐震化対策建設工事
に係る土地使用補償(1式)

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
矢作川総合第二期
農地防災事業所長
中島　創

愛知県安城市大東
町22-16

平成27年4月9日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失
補償等に対して契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約であること
から、場所及び契約相手方が限定されるもの
である。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-
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263
平成27年度東海農政局新濃尾農地防
災事業所小牧分室賃貸借契約（1式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
新濃尾農地防災事
業所長　森山　信弘

愛知県一宮市八幡5
丁目1番14号

平成27年4月22日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから場所が限定され、供給者が一
に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

264
平成27年度庁舎用土地建物賃貸借契
約（大和紀伊）、1式

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
曾根　則人

京都府京都市上京
区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町

平成27年4月1日
大和平野土地改良
区

奈良県橿原市城殿
町459番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

20,321,280 20,321,280 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

265 平成27年度共益費（第二十津川）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日
株式会社NTT西日本
アセット・プランニン
グ

大阪府大阪市中央
区今橋２－５－８

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,000,512 1,000,512 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約に付随するもので
あるため。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

266
平成27年度大和紀伊平野宿舎用建物
賃貸借料（ロイヤルタケナカ115・306・
312・405号）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

267
平成27年度大和紀伊平野宿舎用建物
賃貸借料（セゾン優201・205号）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

268
平成27年度大和紀伊平野宿舎用建物
賃貸借料（片山マンション205号）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

269
平成27年度紀伊平野建設所宿舎用建
物賃貸借料（リバティタウン205号）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

270
平成27年度紀伊平野建設所宿舎用建
物賃貸借料（リバティタウン301号）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

271
平成27年度第二十津川紀の川建設所
宿舎用建物賃貸借料（ホワイトベル２１
203・304号）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

272
平成27年度第二十津川紀の川建設所
宿舎用建物賃貸借料（第一ネオコーポ
杉田102・305号）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

273
平成27年度紀伊平野建設所宿舎用建
物賃貸借料（エル岩出107・108・206・
207・202号）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

274
平成27年度庁舎土地建物賃貸借料
（紀伊平野）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日
有限会社ツーバイ
ホーム

和歌山県和歌山市
友田町４－１０１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

6,480,000 6,480,000 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

275 平成27年度倉庫賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日
大和平野土地改良
区

奈良県橿原市城殿
町459番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,814,400 1,814,400 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

276
平成27年度第二十津川紀の川建設所
庁舎用建物等賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月1日
株式会社NTT西日本
アセット・プランニン
グ

大阪府大阪市中央
区今橋２－５－８

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

4,548,960 4,548,960 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

277 三木宿舎の賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理近畿農
政局淀川水系土地
改良調査管理事務
所加古川水系広域
農業水利施設総合
管理所長　松浦　宏
治

兵庫県三木市志染
町三津田1525

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

278 南が丘宿舎の賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理近畿農
政局淀川水系土地
改良調査管理事務
所加古川水系広域
農業水利施設総合
管理所長　松浦　宏
治

兵庫県三木市志染
町三津田1525

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

279
平成27年度職員宿舎賃貸借（芙蓉マン
ション）2戸（各60.42㎡）

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局南近畿土地改
良調査管理事務所
次長　佐藤彰男

奈良県吉野郡大淀
町下渕388-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

280
平成27年度職員宿舎賃貸借（第１ネオ
コーポ杉田）2戸（47.02㎡、50.88㎡各1
戸）

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局南近畿土地改
良調査管理事務所
次長　佐藤彰男

奈良県吉野郡大淀
町下渕388-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

281
平成27年度職員宿舎賃貸借（第２ネオ
コーポ杉田）4戸（47.02㎡1戸、50.88㎡2
戸）

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局南近畿土地改
良調査管理事務所
次長　佐藤彰男

奈良県吉野郡大淀
町下渕388-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

282 平成２７年度庁舎建物等賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
湖東平野農業水利
事業所長　齋藤　伸

滋賀県東近江市八
日市町２－７

平成27年4月1日
株式会社NTT西日本
アセット・プランニン
グ

大阪府大阪市中央
区今橋２－５－８

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

9,033,120 9,033,120 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

283 平成27年度庁舎共益費

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
湖東平野農業水利
事業所長　齋藤　伸

滋賀県東近江市八
日市町２－７

平成27年4月1日
株式会社NTT西日本
アセット・プランニン
グ

大阪府大阪市中央
区今橋２－５－８

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

2,205,792 2,205,792 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約に付随するもので
あるため。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

284
平成２７年度建部日吉宿舎用建物賃
貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
湖東平野農業水利
事業所長　齋藤　伸

滋賀県東近江市八
日市町２－７

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

285
平成２７年度栄町宿舎用建物賃貸借
料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
湖東平野農業水利
事業所長　齋藤　伸

滋賀県東近江市八
日市町２－７

平成27年4月1日
関電不動産株式会
社京都支店

京都府京都市下京
区塩小路通り烏丸西
入東塩小路町６１４

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,704,064 1,704,064 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

286
平成２７年度枝吉宿舎用建物賃貸借
料

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局東播用水二期
農業水利事業所庶
務課長　戸田孝広

兵庫県神戸市西区
神出町小束野30-19

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

287 平成２７年度庁舎土地建物使用料

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局東播用水二期
農業水利事業所庶
務課長　戸田孝広

兵庫県神戸市西区
神出町小束野30-19

平成27年4月1日
兵庫県神戸県民セン
ター長

兵庫県神戸市中央
区中山手通6-1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

3,168,842 3,168,842 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

288
平成２７年度王塚台宿舎用建物賃貸
借料

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局東播用水二期
農業水利事業所庶
務課長　戸田孝広

兵庫県神戸市西区
神出町小束野30-19

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

289
平成２７年度北山台宿舎用建物賃貸
借料

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局東播用水二期
農業水利事業所庶
務課長　戸田孝広

兵庫県神戸市西区
神出町小束野30-19

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

290
平成２７年度緑が丘西宿舎用建物賃
貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局東播用水二期
農業水利事業所庶
務課長　戸田孝広

兵庫県神戸市西区
神出町小束野30-19

平成27年4月1日
大和リビング株式会
社関西支店神戸西
営業所

兵庫県明石市大久
保町福田3-5-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,118,680 1,118,680 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

291
平成２７年度緑が丘東宿舎用建物賃
貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　近畿農
政局東播用水二期
農業水利事業所庶
務課長　戸田孝広

兵庫県神戸市西区
神出町小束野30-19

平成27年4月1日
大和リビング株式会
社関西支店神戸西
営業所

兵庫県明石市大久
保町福田3-5-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

975,000 975,000 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
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財務大臣通
知上の根拠
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備　　考

名称 所在地 商号又は名称

292 平成27年度土地建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
亀岡中部農地整備
事業所長　大橋　修
一

京都府亀岡市安町
野々神31-5

平成27年4月1日 亀岡市長
京都府亀岡市安町
野々神8

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

5,097,477 5,097,477 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

293
平成27年度亀岡中部宿舎用建物賃貸
借料（ABILⅡ）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
亀岡中部農地整備
事業所長　大橋　修
一

京都府亀岡市安町
野々神31-5

平成27年4月1日 株式会社浅田商事
京都府亀岡市追分
町八ノ坪29-18

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

978,000 978,000 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

294
平成27年度亀岡中部宿舎用建物賃貸
借料（パティエール茨木）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
亀岡中部農地整備
事業所長　大橋　修
一

京都府亀岡市安町
野々神31-5

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

295 庁舎用土地建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
和歌山平野農地防
災事業所長　仰木
文男

和歌山県紀の川市
貴志川町神戸327-1

平成27年4月1日 紀の川市長
和歌山県紀の川市
西大井338

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

6,725,720 6,725,720 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

296
平成27年度宿舎用建物（前田宿舎201
号室）賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
和歌山平野農地防
災事業所長　仰木
文男

和歌山県紀の川市
貴志川町神戸327-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

297
平成27年度宿舎用建物（神戸第二宿
舎Ⅵ棟101号室）賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
和歌山平野農地防
災事業所長　仰木
文男

和歌山県紀の川市
貴志川町神戸327-1

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区湊南二
丁目16番1号

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

804,840 804,840 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

298
平成27年度宿舎用建物（神戸第二宿
舎Ⅵ棟102号室）賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
和歌山平野農地防
災事業所長　仰木
文男

和歌山県紀の川市
貴志川町神戸327-1

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区湊南二
丁目16番1号

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

804,840 804,840 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

299
平成27年度宿舎用建物（神戸第二宿
舎Ⅶ棟102号室）賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
和歌山平野農地防
災事業所長　仰木
文男

和歌山県紀の川市
貴志川町神戸327-1

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区湊南二
丁目16番1号

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

834,840 834,840 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

300
平成27年度宿舎用建物（長山宿舎201
号室）賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
和歌山平野農地防
災事業所長　仰木
文男

和歌山県紀の川市
貴志川町神戸327-1

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区湊南二
丁目16番1号

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

871,795 871,795 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

301
平成27年度宿舎用建物（長山宿舎205
号室）賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
和歌山平野農地防
災事業所長　仰木
文男

和歌山県紀の川市
貴志川町神戸327-1

平成27年4月1日
大東建物管理株式
会社

東京都港区湊南二
丁目16番1号

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

905,760 905,760 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

302
平成27年度宿舎用建物（前田第二宿
舎202号室）賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
和歌山平野農地防
災事業所長　仰木
文男

和歌山県紀の川市
貴志川町神戸327-1

平成27年4月1日
積和不動産関西株
式会社和歌山営業
所

和歌山県和歌山市
太田4丁目5番5号野
上ビル4階

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

815,795 815,795 100.0% -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借であるため随意契約を
行うものである。

1(2)①ﾛ -

303
平成27年度国営緊急農地再編整備事
業「亀岡中部地区」における埋蔵文化
財の発掘調査

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
曾根　則人

京都府京都市上京
区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町

平成27年4月13日
公益財団法人　京都
府埋蔵文化財調査
研究センター

京都府向日市寺戸
町南垣内４０－３

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

199,402,560 199,402,560 100.0% 0
地方公共団体との取決めにより、契約の相手
方が一に定められているものであるため随意
契約を行うものである。

1(2)①ｲ(ﾆ) -

304

大和紀伊平野農業水利事業（二期）大
和平野県営初瀬川工区第１号幹線そ
の１０他改修工事に伴う地上権設定対
価相当額補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月14日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う地上権設定に関して契
約を行うものであり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所及び契約の相
手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

305

大和紀伊平野農業水利事業（二期）大
和平野県営初瀬川工区第１号幹線そ
の１０他改修工事に伴う地上権設定対
価相当額補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月14日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う地上権設定に関して契
約を行うものであり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所及び契約の相
手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
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の数
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由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
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名称 所在地 商号又は名称

306

大和紀伊平野農業水利事業（二期）大
和平野県営初瀬川工区第１号幹線そ
の１０他改修工事に伴う地上権設定対
価相当額補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月14日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う地上権設定に関して契
約を行うものであり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所及び契約の相
手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

307

平成27年度土地改良法第89条の2及
び同法施行令第51条の2の規定に基
づく国営亀岡中部土地改良事業の換
地処分等の委託業務

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
曾根　則人

京都府京都市上京
区西洞院通り下長者
町下ル丁子風呂町

平成27年4月22日 京都府知事
京都府京都市上京
区下立売通新町西
入藪ノ内町

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

36,328,000 36,328,000 100.0% -
土地改良法第89条の2及び同法施行令第51条
の2により契約の相手方が都道府県知事と定
められているため

1(2)①ｲ(ｲ) -

308

大和紀伊平野農業水利事業（二期）大
和平野団体営御所工区東寺田線他改
修工事に起因する事業損失に係る費
用負担契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年4月27日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる
損害に関して契約を行うものであり、工事に起
因して損害等を受ける権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるため、随意
契約をおこなうものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

309 庁舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局高瀬農地保全
事業所長　木下幸弘

高知県高岡郡佐川
町甲1591

平成27年4月1日
株式会社ＮＴＴ西日
本アセット・プランニ
ング四国支店

愛媛県松山市山越
3-15-15

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,493,225 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

310 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局高瀬農地保全
事業所長　木下幸弘

高知県高岡郡佐川
町甲1591

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,512,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

311 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局高瀬農地保全
事業所長　木下幸弘

高知県高岡郡佐川
町甲1591

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,392,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

312 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局高瀬農地保全
事業所長　木下幸弘

高知県高岡郡佐川
町甲1591

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,620,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

313
中国四国農政局那賀川農地防災事業
所庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,867,532 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
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314
中国四国農政局那賀川農地防災事業
所職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,656,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

315
中国四国農政局那賀川農地防災事業
所職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,120,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

316
中国四国農政局那賀川農地防災事業
所職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年4月1日
株式会社アイテイス
ト

徳島県阿南市富岡
町トノ町113-3

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,704,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

317
中国四国農政局那賀川農地防災事業
所職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,608,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

318
中国四国農政局那賀川農地防災事業
所職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,080,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

319 建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年4月1日 山口県
山口県山口市滝町
1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,384,658 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

320 建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年4月1日
積和不動産中国株
式会社徳山営業所

山口県下松市末武
下382-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,567,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

321 建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年4月1日
積和不動産中国株
式会社徳山営業所

山口県下松市末武
下382-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,134,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

322 建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年4月1日
積和不動産中国株
式会社徳山営業所

山口県下松市末武
下382-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,326,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

323 建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,920,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

324 庁舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局岡山南部農業
水利事業所長　江間
敏介

岡山県総社市中央
1-5-35

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,184,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

325 平成27年度建物賃貸借契約
支出負担行為担当
官中国四国農政局
長　仲家修一

岡山県岡山市北区
下石井1-4-1

平成27年4月1日 有限会社永代開発
岡山県岡山市中区
赤田85

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,832,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

326 小阪部川支所庁舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局中国土地改良
調査管理事務所長
新保義剛

広島県広島市安佐
北区可部2-6-15

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,684,800 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

327 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局中国土地改良
調査管理事務所長
新保義剛

広島県広島市安佐
北区可部2-6-15

平成27年4月1日 株式会社大和興産
広島県広島市安佐
北区可部4-11-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,490,400 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

328 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局中国土地改良
調査管理事務所長
新保義剛

広島県広島市安佐
北区可部2-6-15

平成27年4月1日 有限会社沼田商店
広島県広島市安佐
北区可部3-7-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,080,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

329 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局中国土地改良
調査管理事務所長
新保義剛

広島県広島市安佐
北区可部2-6-15

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,272,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

330 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局中国土地改良
調査管理事務所長
新保義剛

広島県広島市安佐
北区可部2-6-15

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,416,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

331 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局中国土地改良
調査管理事務所長
新保義剛

広島県広島市安佐
北区可部2-6-15

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,052,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

332 行政財産賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局香川用水土器
川沿岸農業水利事
業所長　本間新哉

香川県丸亀市飯山
町川原1114-1　飯山
市民総合センター3F

平成27年4月1日 丸亀市
香川県丸亀市大手
町2-3-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 9,582,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

333 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局香川用水土器
川沿岸農業水利事
業所長　本間新哉

香川県丸亀市飯山
町川原1114-1　飯山
市民総合センター3F

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,448,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

334 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局香川用水土器
川沿岸農業水利事
業所長　本間新哉

香川県丸亀市飯山
町川原1114-1　飯山
市民総合センター3F

平成27年4月1日 株式会社アイネスト
香川県綾歌郡宇多
津町大字東分1574-
1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,200,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

335
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,092,540 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

336
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,122,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
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の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

337
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,011,780 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

338
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,098,380 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

339
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所庁舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日
板野郡農業協同組
合

徳島県阿波市土成
町土成字寒方64-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,078,560 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

340
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,926,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

341
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,464,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

342
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 840,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

343
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 有限会社幸産業
徳島県板野郡藍住
町奥野字乾12-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,728,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
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予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

344
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 有限会社幸産業
徳島県板野郡藍住
町奥野字乾12-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 840,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

345
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日
株式会社勧誠濱六
コーポレート

徳島県板野郡藍住
町徳命字元村146-
11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,142,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

346
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日
株式会社勧誠濱六
コーポレート

徳島県板野郡藍住
町徳命字元村146-
11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,404,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

347
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日
株式会社勧誠濱六
コーポレート

徳島県板野郡藍住
町徳命字元村146-
11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,662,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

348
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日
株式会社勧誠濱六
コーポレート

徳島県板野郡藍住
町徳命字元村146-
11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,392,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

349
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日
株式会社勧誠濱六
コーポレート

徳島県板野郡藍住
町徳命字元村146-
11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,036,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

350
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日
株式会社勧誠濱六
コーポレート

徳島県板野郡藍住
町徳命字元村146-
11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,660,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

351
中国四国農政局四国東部農地防災事
務所職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,674,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

352
中国四国農政局四国土地改良調査管
理事務所職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国土地改良
調査管理事務所長
末吉修

香川県丸亀市飯山
町真時677-1

平成27年4月1日 株式会社さらだ
香川県坂出市谷町
2-5-72

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,536,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

353
中国四国農政局四国土地改良調査管
理事務所職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国土地改良
調査管理事務所長
末吉修

香川県丸亀市飯山
町真時677-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,474,400 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

354
吉野川下流域農地防災事業平成27年
度土地改良施設維持管理委託業務

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月9日
吉野川下流域土地
改良区

徳島県板野郡上板
町高瀬字宮ノ本250-
22

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

7,607,520 7,607,520 100.0% -
土地改良法に関する指針において、契約の相
手方が一に定められていることから競争を許さ
ない。

1(2)①ｲ(ｲ) -

355
吉野川下流域農地防災事業平成27年
度第2大谷川取水施設維持管理委託
業務

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月9日
吉野川下流域土地
改良区

徳島県板野郡上板
町高瀬字宮ノ本250-
22

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

4,707,067 4,707,067 100.0% -
土地改良法に関する指針において、契約の相
手方が一に定められていることから競争を許さ
ない。

1(2)①ｲ(ｲ) -

356
吉野川下流域農地防災事業平成27年
度中島加圧機場保安維持管理委託業
務

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年4月9日
中島用水土地改良
区

徳島県板野郡藍住
町笠木字中野165-8

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

4,522,572 4,522,572 100.0% -
土地改良法に関する指針において、契約の相
手方が一に定められていることから競争を許さ
ない。

1(2)①ｲ(ｲ) -

357
那賀川（一期）農地防災事業平成27年
度計画変更関係事務処理委託(その2)
業務

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年4月10日 那賀川土地改良区
徳島県阿南市長生
町上荒井楠ノ前7-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

9,579,600 9,579,600 100.0% -

本委託業務は、土地改良法２９条第４項の規定
により、組合員及び事業に利害関係のある者
以外には開示できないこととなっている土地原
簿のデータを用いる必要があり、契約の相手方
が一に定められているため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数
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由
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らざるを得な
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財務大臣通
知上の根拠
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備　　考

名称 所在地 商号又は名称

358
斐伊川沿岸農業水利事業右岸配水路
その10工事に伴う支障電線路移転代
金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局斐伊川沿岸農
業水利事業所長　稲
森幹八

島根県出雲市斐川
町荘原105

平成27年4月21日
中国電力株式会社
出雲営業所

島根県出雲市小山
町225

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

359
南周防農地整備事業中西団地区画整
理工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年4月27日
中国電力株式会社
柳井営業所

山口県柳井市古開
作字東条685-11

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

360
那賀川（二期）農地防災事業北岸幹線
水路（その11）工事に伴う物件移転補
償代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年4月30日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

361
岡山南部農業水利事業圦樋堰附帯施
設他整備工事及び圦樋堰附帯施設整
備（その２）工事に伴う土地売買代

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局岡山南部農業
水利事業所長　江間
敏介

岡山県総社市中央
1-5-35

平成27年4月30日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う権利の取得に関して契
約を行うものであり、工事に必要となる土地等
の権利者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

362
平成27年度延岡地域センター大貫庁
舎敷地代

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
宮崎地域センター長
水田　精一

宮崎県宮崎市老松2
丁目3-17

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,148,000 - -
土地・建物の継続する賃貸借契約であり、契約
相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

363
平成27年度土地賃貸借料契約（事務
所）

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局筑後川下流農
業水利事務所次長
石田　孝治
分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局筑後川下流左
岸農地防災事業所
次長　伊藤　和明

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年4月1日 久留米市
福岡県久留米市城
南町15-3

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

3,335,102 3,335,102 100.0% -
本契約は庁舎敷地の継続賃貸借を行うもので
あり場所が限定され、供給者が一に特定される
ため。

1(2)①ﾛ
連名契約：
筑後川下流
左岸

364
平成27年度建物賃貸借料契約（佐賀
支所）

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局筑後川下流農
業水利事務所次長
石田　孝治

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年4月1日
佐賀県筑後川土地
改良事業推進協議
会

佐賀県佐賀市大財
3-8-15

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

2,640,000 2,640,000 100.0% -
本契約は庁舎敷地の継続賃貸借を行うもので
あり場所が限定され、供給者が一に特定される
ため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
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再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由
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らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
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備　　考

名称 所在地 商号又は名称

365
平成27年度南部九州土地改良調査管
理事務所宮崎支所に係る建物賃貸借
契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
南部九州土地改良
調査管理事務所長
中澤　克彦

宮崎県都城市志比
田町4778-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
建物の継続する賃貸借契約であり契約相手方
が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

366
平成27年度大野川上流農業水利事業
所庁舎建物賃貸借契約
H27.4.1～H28.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
大野川上流農業水
利事業所長　田中
久二

大分県竹田市大字
飛田川3435-5

平成27年4月1日 株式会社友岡建設
大分県竹田市大字
会々2808-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

2,040,000 2,040,000 100.0% -
事務所（土地・建物）の継続する賃貸借契約で
あり、契約の相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

367
平成27年度川辺川農業水利事業所建
物賃貸借契約
H27.4.1～H28.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
川辺川農業水利事
業所長　床次　武富

熊本県人吉市土手
町27-1

平成27年4月1日 サンロード株式会社
熊本県球磨郡錦町
西字打越715-32

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

6,480,000 6,480,000 100.0% -
事業所（建物）の継続する賃貸借契約であり、
契約の相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

368
平成27年度職員宿舎建物賃貸借契約
H27.4.1～H28.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
川辺川農業水利事
業所長　床次　武富

熊本県人吉市土手
町27-1

平成27年4月1日 株式会社まるて
熊本県人吉市上青
井町147

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

936,000 936,000 100.0% -
職員宿舎のため継続する建物賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

369
平成27年度職員宿舎建物賃貸借契約
H27.4.1～H28.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
川辺川農業水利事
業所長　床次　武富

熊本県人吉市土手
町27-1

平成27年4月1日
不動産のウラタ株式
会社

熊本県人吉市南泉
田町5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

900,000 900,000 100.0% -
職員宿舎のため継続する建物賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

370
平成27年度庁舎敷地賃貸借契約
4338.58㎡

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局西諸農業水利
事業所次長　下鶴
富雄

宮崎県小林市堤
3020-5

平成27年4月1日
一般財団法人宮崎
県交通安全協会

宮崎県小林市堤
2396

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

4,056,000 4,056,000 100.0% -
建物の継続する賃貸借契約であり契約相手方
が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

371
平成27年度西諸農業水利事業浜ノ瀬
支所建物賃貸借契約
事務所、倉庫、車庫　一式

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局西諸農業水利
事業所次長　下鶴
富雄

宮崎県小林市堤
3020-5

平成27年4月1日
三井住友ファイナン
ス＆リース株式会社

東京都港区西新橋
3-9-4

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

5,443,200 5,443,200 100.0% -
建物の継続する賃貸借契約であり契約相手方
が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

372
平成27年度資料倉庫等賃貸借契約
プレハブ、電気設備、空調設備　一式

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局西諸農業水利
事業所次長　下鶴
富雄

宮崎県小林市堤
3020-5

平成27年4月1日
大和リース株式会社
福岡支店

福岡県福岡市中央
区渡辺通4-1-36

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

909,144 909,144 100.0% -
建物の継続する賃貸借契約であり契約相手方
が特定されるため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

373
平成27年度仮設保管庫賃貸借契約
4坪ハウス　9棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長　丹羽　啓
文

鹿児島県鹿屋市新
川町597

平成27年4月1日
コマツレンタル株式
会社　鹿屋店

鹿児島県鹿屋市西
祓川143-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

812,592 812,592 100.0% -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

374

平成27年度土地及び建物賃貸借契約
（高山支所）
使用面積（土地）1,142.69㎡、（建物）
365.62㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長　丹羽　啓
文

鹿児島県鹿屋市新
川町597

平成27年4月1日 肝付町長
鹿児島県肝属郡肝
付町新富98

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,202,510 1,202,510 100.0% -
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため

1(2)①ﾛ -

375

平成27年度土地賃貸借契約（庁舎用
地）
使用面積
1676.35㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長　丹羽　啓
文

鹿児島県鹿屋市新
川町597

平成27年4月1日 鹿屋市長
鹿児島県鹿屋市共
栄町20-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

845,910 845,910 100.0% -
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため

1(2)①ﾛ -

376

平成27年度土地賃貸借契約（車庫用
地）
使用面積
653.00㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長　丹羽　啓
文

鹿児島県鹿屋市新
川町597

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため

1(2)①ﾛ -

377

平成27年度建物賃貸借契約（69･70号
借上宿舎）
使用面積
114.00㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長　丹羽　啓
文

鹿児島県鹿屋市新
川町597

平成27年4月1日 有限会社ジュン企画
鹿児島県鹿屋市寿
2-1-16

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,200,000 1,200,000 100.0% -
職員宿舎のため継続する建物賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため

1(2)①ﾛ -

378
平成27年度職員宿舎賃貸借契約（亀
津18号借上宿舎）

分任支出負担行為
担当官  九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長　浅田
務

鹿児島県大島郡天
城町天城1511-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

379
平成27年度職員宿舎賃貸借契約（亀
津21号借上宿舎）

分任支出負担行為
担当官  九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長　浅田
務

鹿児島県大島郡天
城町天城1511-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容
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380
平成27年度職員宿舎賃貸借契約（亀
津20号借上宿舎）

分任支出負担行為
担当官  九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長　浅田
務

鹿児島県大島郡天
城町天城1511-1

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- - - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

381 平成27年度庁舎敷地賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官  九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長　浅田
務

鹿児島県大島郡天
城町天城1511-1

平成27年4月1日 天城町
鹿児島県大島郡天
城町大字平土野
2691－1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,300,000 1,300,000 100.0% -
庁舎敷地の継続する土地賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されているため。

1(2)①ﾛ -

382
平成27年度沖永良部農業水利事業所
土地建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月1日 知名町
鹿児島県大島郡知
名町知名307

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

8,609,181 8,609,181 100.0% -
土地・建物の継続する賃貸借契約であり、契約
相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

383 平成27年度職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,680,000 - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

384 平成27年度職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,120,000 - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

385 平成27年度職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,488,000 - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

386 平成27年度職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,120,000 - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容
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名称 所在地 商号又は名称

387 平成27年度職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,120,000 - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

388 平成27年度職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,320,000 - -
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約であり、
契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

389
平成2７年度土地建物賃貸借契約
(使用面積489.82㎡)

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局筑後川下流右
岸農地防災事業所
次長　原　広実

佐賀県神埼市千代
田町直鳥166-1

平成27年4月1日 神埼市
佐賀県神埼市神埼
町神埼410

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

5,256,000 5,256,000 100.0% -
土地・建物の継続する賃貸借契約であり、契約
相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

390
有明海東部支所庁舎土地建物賃貸借
契約
一式

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局有明海岸保全
事業所　庶務課長
工藤　伸一

佐賀県佐賀市城内
2-10-20

平成27年4月1日 みやま市
福岡県みやま市瀬
高町小川5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,419,581 1,419,581 100.0% -
土地・建物の継続する賃貸借契約であり、契約
相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛ -

391
平成27年度庁舎土地及び建物賃貸借
契約
H27.4.1～H28.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
玉名横島海岸保全
事業所長　荘田　祐
次

熊本県玉名市横島
町横島2081

平成27年4月1日 玉名市
熊本県玉名市岩崎
163

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

1,298,304 1,298,304 100.0% -
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため

1(2)①ﾛ -

392
平成27年度嘉瀬川上流支所建物他賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局北部九州土地
改良調査管理事務
所次長　吉田　勉

福岡県久留米市荒
木町白口891-20

平成27年4月1日
佐賀県土地改良事
業団体連合会

佐賀県佐賀市大財
3-8-15

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,640,000 - -
本契約は庁舎建物の継続賃貸借を行うもので
あり場所が限定され、供給者が一に特定される
ため。

1(2)①ﾛ -

393
筑後川下流左岸農地防災事業の施行
に伴う仮置土用地に係る土地使用補
償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流左岸農
地防災事業所長　新
田　夏一郎

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年4月9日 大木町
福岡県三潴郡大木
町大字八町牟田
255-1

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
事業に伴う仮置土用地の継続する賃貸借契約
であり、契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-
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394
筑後川下流左岸農地防災事業の施行
に伴う仮置土用地に係る土地使用補
償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流左岸農
地防災事業所長　新
田　夏一郎

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年4月9日 大木町
福岡県三潴郡大木
町大字八町牟田
255-1

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
事業に伴う仮置土用地の継続する賃貸借契約
であり、契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

395
有明海東部海岸保全事業三池工区消
波施設製作工事に伴う土地使用補償
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
有明海岸保全事業
所長　下川　富夫

佐賀県佐賀市城内
2-10-20

平成27年4月9日
九州電力株式会社
福岡支社

福岡県福岡市中央
区渡辺通2-1-82

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

396

有明海東部海岸保全事業昭代工区離
岸堤消波施設据付工事他に伴う土地
使用補償
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
有明海岸保全事業
所長　下川　富夫

佐賀県佐賀市城内
2-10-20

平成27年4月9日 大川市
福岡県大川市大字
酒見256-1

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

397

有明海東部海岸保全事業大和工区正
面堤防改修工事他に伴う土地使用補
償
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
有明海岸保全事業
所長　下川　富夫

佐賀県佐賀市城内
2-10-20

平成27年4月9日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

398

有明海東部海岸保全事業大和工区正
面堤防改修工事他に伴う土地使用補
償
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
有明海岸保全事業
所長　下川　富夫

佐賀県佐賀市城内
2-10-20

平成27年4月9日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

399
筑後川下流左岸農地防災事業の施工
に伴う仮置土用地に係る土地使用補
償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流左岸農
地防災事業所長　新
田　夏一郎

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年4月13日 大川市
福岡県大川市大字
酒見256-1

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
事業に伴う仮置土用地の継続する賃貸借契約
であり、契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

400
平成27年度有明海特産魚介類生息環
境調査（佐賀県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年4月14日 佐賀県
佐賀県佐賀市城内
1-1-59

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

135,000,000 135,000,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

401
平成27年度有明海特産魚介類生息環
境調査（熊本県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年4月14日 熊本県
熊本県熊本市中央
区水前寺6-18-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

120,000,000 120,000,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -
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402
平成27年度有明海熊本県沖生態系調
査委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年4月14日 熊本県
熊本県熊本市中央
区水前寺6-18-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

10,000,000 10,000,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

403
平成27年度有明海特産魚介類生息環
境調査（福岡県沖）委託事業代金

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年4月14日 福岡県
福岡県福岡市博多
区東公園7-7

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

120,000,000 120,000,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

404
平成27年度有明海特産魚介類生息環
境調査（長崎県沖）委託事業代金

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年4月14日 長崎県
長崎県長崎市江戸
町2-13

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

225,000,000 225,000,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

405
沖永良部農業水利事業地下ダム止水
壁（6工区）建設工事に伴う土地使用補
償金及び損失補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月15日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- 3,783,490 - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

406
沖永良部農業水利事業地下ダム止水
壁（6工区）建設工事に伴う土地使用補
償金及び損失補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月15日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- 3,736,662 - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

407
沖永良部農業水利事業地下ダム止水
壁（6工区）建設工事に伴う土地使用補
償金及び損失補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月15日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- 2,055,141 - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

408
沖永良部農業水利事業地下ダム止水
壁（6工区）建設工事に伴う土地使用補
償金及び損失補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
沖永良部農業水利
事業所長　大澤　賢
修

鹿児島県大島郡知
名町知名85

平成27年4月15日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- 2,641,860 - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

409
筑後川下流左岸農地防災事業下久末
線工事に伴う建設発生土仮置場に係
る土地使用補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流左岸農
地防災事業所長　新
田　夏一郎

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年4月20日 大和町土地改良区
福岡県柳川市大和
町鷹ノ尾120

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
事業に伴う仮置土用地の継続する賃貸借契約
であり、契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-
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410
筑後川下流左岸農地防災事業クリーク
法面整備工事に伴う建設発生土仮置
場に係る土地使用補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流左岸農
地防災事業所長　新
田　夏一郎

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年4月20日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
事業に伴う仮置土用地の継続する賃貸借契約
であり、契約相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

411
平成27年度国営干拓環境対策調査諫
早湾周辺地域環境保全型農業推進委
託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年4月21日 長崎県
長崎県長崎市江戸
町2-13

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

8,500,000 8,500,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

412
筑後川下流左岸農地防災事業大溝線
（横溝上流工区）工事に伴う土地使用
補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流左岸農
地防災事業所長　新
田　夏一郎

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年4月21日
農事組合法人おおき
農業塾くるるん

福岡県三潴郡大木
町大字横溝1331-1

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

413 倉庫等賃貸借

支出負担行為担当
官代理　北海道農政
事務所総務管理官
各務大志

北海道札幌市中央
区北４条西１７丁目１
９－６

平成27年4月1日
あさひかわ農業協同
組合

北海道旭川市豊岡４
条１丁目２７４番地２

予決令第102条
の4第4号ﾛ（有利
随意契約）

- 1,620,000 - -

現在賃貸契約をしている倉庫は、旭川地域セ
ンターから近傍で作業に適しており、また、新た
に当該地以外で契約する場合、移転経費等が
必要となるため。

1(2)③ﾛ -

414
北海道農政事務所本庁舎及び駐車場
の賃貸借

支出負担行為担当
官　北海道農政事務
所長　鶴見和良

北海道札幌市中央
区北４条西１７丁目１
９－６

平成27年4月20日
エヌティティ都市開発
株式会社

東京都千代田区外
神田四丁目１４番１
号

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 66,427,776 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ -

415
NACCS（植物検疫関連業務機能）利用
契約

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
輸出入・港湾関連情
報処理センター株式
会社

神奈川県川崎市幸
区堀川町580

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 4,977,680 - -

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の
処理等に関する法律により輸出入及び港湾・
空港手続関係業務の業務・システムの契約者
が一に定められているため

1(2)①ｲ(ｲ) -

416 青森空港旅客ターミナルビル賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
青森空港ビル株式
会社

青森県青森市大字
大谷字小谷1-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,064,702 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

417
福島空港国際線ターミナルビル賃貸借
料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
福島空港ビル株式
会社

福島県石川郡玉川
村北須釜はばき田21

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 905,904 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

418 旭川空港ターミナルビル賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
旭川空港ビル株式
会社

北海道上川郡東神
楽町東2線16号98番
地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,069,109 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -
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419
函館空港国際線ターミナルビル賃貸借
料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
函館空港ビルディン
グ株式会社

北海道函館市高松
町511

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,049,448 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

420 那覇空港ターミナルビル賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
那覇空港ビルディン
グ株式会社

沖縄県那覇市字鏡
水150

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,855,960 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

421
成田国際空港南部第２官庁ビル賃貸
借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
成田国際空港株式
会社

千葉県成田市古込
字古込1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 39,881,160 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

422 茨城空港旅客ターミナルビル賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
公益財団法人茨城
県開発公社

茨城県水戸市笠原
町978-25

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,190,724 - 0
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

423
成田国際空港南部第２官庁ビル管理
費

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
成田国際空港株式
会社

千葉県成田市古込
字古込1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 11,645,268 - -

当該ビルについては、施設所有者が施設全体
を一括して契約している。当所は施設所有者と
契約を行い、供給を受けるため、契約の目的が
競争を許さない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

424
関西国際空港官庁合同庁舎敷地賃貸
借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 46,890,797 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

425
関西国際空港ＣＩＱ事務棟敷地賃貸借
料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 7,929,268 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

426
関西国際空港第１ターミナルビル管理
費及び空調費

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,184,192 - -

当該ビルについては、施設所有者が施設全体
を一括して契約している。当所は施設所有者と
契約を行い、供給を受けるため、契約の目的が
競争を許さない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

427 関西国際空港内ＣＩＱ事務棟共益費

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,256,820 - -

当該ビルについては、施設所有者が施設全体
を一括して契約している。当所は施設所有者と
契約を行い、供給を受けるため、契約の目的が
競争を許さない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

428 関西国際空港官庁合同庁舎共益費

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 7,141,728 - -

当該ビルについては、施設所有者が施設全体
を一括して契約している。当所は施設所有者と
契約を行い、供給を受けるため、契約の目的が
競争を許さない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-
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429
中部空港ＣＩＱ庁舎・ＣＩＱ検査施設及び
設備棟用地賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
中部国際空港株式
会社

愛知県常滑市セント
レア1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 8,222,473 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ
名古屋税関
で一括契約

430
中部空港合同庁舎及び高圧引込開閉
基盤用地賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
中部国際空港株式
会社

愛知県常滑市セント
レア1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 9,795,308 - -

当該ビルについては、施設所有者が施設全体
を一括して契約している。当所は施設所有者と
契約を行い、供給を受けるため、契約の目的が
競争を許さない

1(2)①ﾛ
名古屋税関
で一括契約

431 成田空港合同庁舎土地賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
成田国際空港株式
会社

千葉県成田市古込
字古込1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,209,423 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

432
関西国際空港第２PTB管理費及び空
気調和料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,019,212 - -

当該ビルについては、施設所有者が施設全体
を一括して契約している。当所は施設所有者と
契約を行い、供給を受けるため、契約の目的が
競争を許さない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

433
関西国際空港第２旅客ターミナルビル
建物賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,246,480 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

434 石垣空港建物賃貸借料

支出負担行為担当
官横浜植物防疫所
長
小野仁

神奈川県横浜市中
区北仲通5-57

平成27年4月1日
石垣空港ターミナル
株式会社

沖縄県石垣市字白
保1960

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,164,300 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

435 一般廃棄物処理　1式

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所羽田空港支所
長　角田　幸司

東京都大田区羽田
空港2-6-4

平成27年4月1日 株式会社櫻商会
東京都大田区京浜
島2-14-11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 618,843 - -
羽田空港内廃棄物は、空港内で処理する事に
なっており、空港内の廃棄物処理業者は１社し
かないため

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

単価契約
共同調達
東京税関で
契約手続

436 東京国際空港貨物地区電気受給契約

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所羽田空港支所
長　角田　幸司

東京都大田区羽田
空港2-6-4

平成27年4月1日
東京国際エアカーゴ
ターミナル株式会社

東京都大田区羽田
空港2-6-3

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- 5,894,199 - -
当該提供は供給を受けることのできる唯一の
業者であるため。

1(2)①ﾆ(ﾛ)

単価契約
共同調達
東京税関で
契約手続

437
東京国際空港における上下水道利用
契約

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所羽田空港支所
長　角田　幸司

東京都大田区羽田
空港2-6-4

平成27年4月1日 空港施設株式会社
東京都大田区羽田
空港1-6-5

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

- 1,983,804 - -
当該提供は供給を受けることのできる唯一の
業者であるため。

1(2)①ﾆ(ﾛ)

単価契約
共同調達
東京税関で
契約手続
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438 塵芥処理業務

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所成田支所長
古澤　幹士

千葉県成田市古込
字古込１-１

平成27年4月1日 株式会社ナリコー 千葉県成田市三里
塚光が丘1-1331

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,135,494 - -
成田国際空港から排出される塵芥を処理でき
る唯一の業者であることから、契約の目的が競
争を許さない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

単価契約
共同調達
東京税関で
契約手続

439
成田国際空港第１旅客ターミナルビル
諸設備の保守業務

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所成田支所長
古澤　幹士

千葉県成田市古込
字古込１-１

平成27年4月1日
株式会社成田エア
ポートテクノ

千葉県成田市古込
字古込１-１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,761,480 - -

空港ターミナルビルの施設設備にかかる一括
保守管理を行っているのは、空港保安の関係
から（株）成田エアポートテクノ１社である。当所
にかかる諸設備部分は、空港ビル全体の諸設
備と連係しておりその一部になっているため、
同社の保守を受けることとなる。よって契約の
目的が競争を許さない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

440
成田国際空港第2旅客ターミナルビル
諸設備の保守業務

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所成田支所長
古澤　幹士

千葉県成田市古込
字古込１-１

平成27年4月1日
株式会社成田エア
ポートテクノ

千葉県成田市古込
字古込１-１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,173,960 - -

空港ターミナルビルの施設設備にかかる一括
保守管理を行っているのは、空港保安の関係
から（株）成田エアポートテクノ１社である。当所
にかかる諸設備部分は、空港ビル全体の諸設
備と連係しておりその一部になっているため、
同社の保守を受けることとなる。よって契約の
目的が競争を許さない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

441
成田国際空港第3旅客ターミナルビル
諸設備の保守業務

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所成田支所長
古澤　幹士

千葉県成田市古込
字古込１-１

平成27年4月1日
株式会社成田エア
ポートテクノ

千葉県成田市古込
字古込１-１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 569,160 - -

空港ターミナルビルの施設設備にかかる一括
保守管理を行っているのは、空港保安の関係
から（株）成田エアポートテクノ１社である。当所
にかかる諸設備部分は、空港ビル全体の諸設
備と連係しておりその一部になっているため、
同社の保守を受けることとなる。よって契約の
目的が競争を許さない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

442 富山空港分室建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官名古屋植物
防疫所長
金田昌士

愛知県名古屋市港
区入船2-3-12

平成27年4月1日
富山空港ターミナル
ビル株式会社

富山県富山市秋ヶ島
30

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,449,852 - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される事業用事務室の借り受けであ
るため

1(2)①ﾛ -

443 静岡空港分室建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官名古屋植物
防疫所長
金田昌士

愛知県名古屋市港
区入船2-3-12

平成27年4月1日
富士山静岡空港株
式会社

静岡県牧之原市坂
口3336-4

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,986,124 - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される事業用事務室の借り受けであ
るため

1(2)①ﾛ -

444 西部検査場用地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官名古屋植物
防疫所長
金田昌士

愛知県名古屋市港
区入船2-3-12

平成27年4月1日
株式会社名古屋港
流通センター

愛知県海部郡飛島
村2-1-16

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,728,000 - -

当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される事業用事務室の借り受けであ
るため

1(2)①ﾛ -

445 広島支所職員用宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官神戸植物防
疫所広島支所長　石
田昌則

広島県広島市南区
宇品海岸3-10-17

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,420,000 - -
職員用宿舎の継続する賃貸借契約であること
から場所が限定され、供給者が一に特定され
る契約

1(2)①ﾛ -
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い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

446 広島支所職員用宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官神戸植物防
疫所広島支所長　石
田昌則

広島県広島市南区
宇品海岸3-10-17

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,032,000 - -
職員用宿舎の継続する賃貸借契約であること
から場所が限定され、供給者が一に特定され
る契約

1(2)①ﾛ -

447 広島空港分室職員用宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官神戸植物防
疫所広島支所長　石
田昌則

広島県広島市南区
宇品海岸3-10-17

平成27年4月1日 株式会社アミックス
広島県東広島市西
条土与丸６-２-５６

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 852,000 - -
職員用宿舎の継続する賃貸借契約であること
から場所が限定され、供給者が一に特定され
る契約

1(2)①ﾛ -

448 尾道出張所職員用宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官神戸植物防
疫所広島支所長　石
田昌則

広島県広島市南区
宇品海岸3-10-17

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 780,000 - -
職員用宿舎の継続する賃貸借契約であること
から場所が限定され、供給者が一に特定され
る契約

1(2)①ﾛ -

449 岩国出張所職員用宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官神戸植物防
疫所広島支所長　石
田昌則

広島県広島市南区
宇品海岸3-10-17

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 924,000 - -
職員用宿舎の継続する賃貸借契約であること
から場所が限定され、供給者が一に特定され
る契約

1(2)①ﾛ -

450 広島空港ＣＩＱ施設維持管理業務

分任支出負担行為
担当官神戸植物防
疫所広島支所長　石
田昌則

広島県広島市南区
宇品海岸3-10-17

平成27年4月1日
広島空港ビルディン
グ株式会社

広島県三原市本郷
町善入寺６４-３１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 391,524 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

神戸税関で
ＣＩＱ施設入
居官署一括
契約

451 岡山空港ＣＩＱ施設維持管理業務

分任支出負担行為
担当官神戸植物防
疫所広島支所長　石
田昌則

広島県広島市南区
宇品海岸3-10-17

平成27年4月1日
岡山空港ターミナル
株式会社

岡山県岡山市北区
日応寺１２７７

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 494,957 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、所有
者と契約するほかない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

神戸税関で
ＣＩＱ施設入
居官署一括
契約

452
米子空港ターミナルビル植物防疫所事
務室賃貸借

分任支出負担行為
担当官神戸植物防
疫所広島支所長　石
田昌則

広島県広島市南区
宇品海岸3-10-17

平成27年4月1日
米子空港ターミナル
ビル株式会社

鳥取県境港市佐斐
神町１６３４

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 856,560 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能となる事から場所が限定され、供給者が
一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

453
高松空港ターミナルビル植物防疫所事
務室賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理神戸植
物防疫所坂出支所
会計係長
藤本　博

香川県坂出市入船
町1-6-10

平成27年4月1日
高松空港ビル株式
会社

香川県高松市香南
町1312-7

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,113,468 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される契約

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容
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454
松山空港ターミナルビル植物防疫所事
務室賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理神戸植
物防疫所坂出支所
会計係長
藤本　博

香川県坂出市入船
町1-6-10

平成27年4月1日
松山空港ビル株式
会社

愛媛県松山市南吉
田町2731

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,480,596 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される契約

1(2)①ﾛ -

455
宮崎空港旅客ターミナルビル事務室賃
貸借

分任支出負担行為
担当官門司植物防
疫所鹿児島支所長
辻　成人

鹿児島県鹿児島市
泉町18-2-33

平成27年4月1日
宮崎空港ビル株式
会社

宮崎県宮崎市大字
赤江279

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 942,036 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される契約

1(2)①ﾛ -

456
ＮＡＣＣＳ（動物検疫関連業務機能）利
用契約

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　小倉
弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
輸出入・港湾関連情
報処理センター

神奈川県川崎市幸
区堀川町５８０

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 56,591,399 - -

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の
処理等に関する法律により輸出入及び港湾・
空港手続関係業務の業務・システムの契約者
が一に定められてるため

1(2)①ｲ(ｲ) -

457
新千歳空港国際線旅客ターミナルビル
官庁部分の電気需給等

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　小倉
弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
北海道空港株式会
社

北海道千歳市美々９
８７－２２

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-

一括契約かつ
単価契約のた
め官署単位の
予定額が不明

- -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、当該
空港の管理会社と契約するほかない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

函館税関で
一括契約

458
新千歳空港国際線旅客ターミナルビル
官庁部分の冷暖房用熱需給

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　小倉
弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
セントラルリーシング
システム株式会社

北海道札幌市中央
区大通西６－１０－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-

一括契約かつ
単価契約のた
め官署単位の
予定額が不明

- -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、当該
空港の管理会社が契約している会社と契約す
るほかない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

函館税関で
一括契約

459 新潟空港ターミナルビル設備運転保守

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　小倉
弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
新潟交友事業株式
会社

新潟県新潟市東区
材木１－４６

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 107,592 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、当該
空港の管理会社が契約している会社と契約す
るほかない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

東京税関で
一括契約
契約総額
3,013,783円

460
顧客管理用メールシステム保守管理
業務

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　小倉
弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日 ﾐﾂｲﾜ株式会社
神奈川県横浜市西
区北幸２－１０－３９

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 2,354,400 - -
保守サービスライセンスの契約者が唯一に定
められているため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

461
土地賃貸借料
（古波蔵検疫場）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日 沖縄県
沖縄県那覇市泉﨑
1-2-2

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 13,948,164 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

462
土地賃貸借料
（官庁合同庁舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 8,573,231 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -
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463
土地賃貸借料
（CIQ事務棟）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,566,493 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

464
土地賃貸借料
（輸入犬検疫施設）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 9,228,687 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

465
土地賃貸借料
（霊長類及び特殊動物舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 16,155,916 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

466
土地賃貸借料
（中部空港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
中部国際空港株式
会社

愛知県常滑市セント
レア1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 18,988,150 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

467
土地賃貸借料
（CIQ庁舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
中部国際空港株式
会社

愛知県常滑市セント
レア1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 9,596,463 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

468
土地賃貸借料
（天浪検疫場）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
成田国際空港株式
会社

千葉県成田市古込
字古込１番地1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 43,215,678 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

469
建物賃貸借料
（川崎出張所）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
かわさきファズ株式
会社

神奈川県川崎市川
崎区東扇島6-10

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,024,212 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

470
建物賃貸借料
（函館空港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
函館空港ビルディン
グ株式会社

北海道函館市高松
町511

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,126,159 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

471
建物賃貸借料
（旭川空港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
旭川空港ビル株式
会社

北海道上川郡東神
楽町東２線16号98番
地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,074,902 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

472
建物賃貸借料
（青森空港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
青森空港ビル株式
会社

青森県青森市大字
大谷字小谷1-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,255,124 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -
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473
建物賃貸借料
（富士山静岡空港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
富士山静岡空港株
式会社

静岡県牧之原市坂
口3336-4

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,986,124 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

474
建物賃貸借料
（那覇空港LCCターミナル）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
ANAホールディング
ス株式会社

東京都港区東新橋
1-5-2

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,268,316 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

475
建物賃貸借料
（石垣空港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長
小倉　弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
石垣空港ターミナル
株式会社

沖縄県石垣市字白
保1960番地104

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,806,276 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

476
新潟空港国際線旅客ターミナルビルに
おける冷温水及び温水の需給

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　小倉
弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年4月1日
新潟空港ビルディン
グ株式会社

新潟県新潟市東区
松浜町３７１０

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 145,191 - -
業務上、当該ビルに入居する必要があり、当該
空港の所有者と契約するほかない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

単価契約
共同調達
東京税関で
一括契約
予定調達総
額
3,791,683円

477 フライト情報提供料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
空港情報通信株式
会社

成田市古込字古込１
－１

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 5,391,360 - -
空港情報通信（株）が設置するビデオ設備を使
用し、同社からフライト情報の提供を受けるも
のであり、契約の目的が競争を許さない。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

478
成田国際空港旅客ターミナルビル空気
調和等需給料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
成田国際空港株式
会社

成田市古込字古込１
－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 14,267,280 - -
施設所有者が施設全体を一括して契約してお
り、当該提供を受けるためには施設所有者と契
約をするほかない

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

479
成田国際空港第１旅客ターミナルビル
諸設備の保守業務

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
株式会社成田エア
ポートテクノ

成田市古込字古込１
－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,486,080 - -

当該施設設備にかかる一括保守管理を行って
いるのは、空港保安の関係から施設所有者が
指定した１社とされており、その社と契約するほ
かない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

480
成田国際空港第２旅客ターミナルビル
諸設備の保守業務

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
株式会社成田エア
ポートテクノ

成田市古込字古込１
－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,006,560 - -

当該施設設備にかかる一括保守管理を行って
いるのは、空港保安の関係から施設所有者が
指定した１社とされており、その社と契約するほ
かない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

481 動物検疫所成田支所広報番組放送料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
株式会社グリ－ンポ
－ト・エ－ジェンシ－

成田市三里塚字御
料牧場１－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,294,000 - -

成田国際空港内における広報のために活用可
能なグリーンポート成田TVについては、１者が
同TVの放映及び管理運営を一括して行ってい
るため、同社と契約するほかなく、競争を許さな
い。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

482
成田国際空港南部第２官庁ビル建物
賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
成田国際空港株式
会社

成田市古込字古込１
－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 14,626,152 - -
当該場所でなければ行政事務を行なうことが
不可能であることから、場所が限定され、供給
者が一に特定される

1(2)①ﾛ -

483
茨城空港旅客ターミナルビル内事務室
等賃貸借

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
公益財団法人茨城
県開発公社

茨城県水戸市笠原
町９７８－２５

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,334,568 - 0
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

484 第２ＰＴＢスペース賃貸借

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
成田国際空港株式
会社

成田市古込字古込１
－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,240,400 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

485 廃棄物（肉類）焼却処理

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日 株式会社ナリコー
千葉県成田市三里
塚光ヶ丘１－１３３１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,280,182 - -
入居する施設において、当該提供を受けるた
めには、施設所有者の指定する業者と契約す
るほかない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

単価契約

486 塵芥処理業務

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日 株式会社ナリコー
千葉県成田市三里
塚光ヶ丘１－１３３１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
単価契約のた
め官署単位の
予定額は不明

- -
入居する施設において、当該提供を受けるた
めには、施設所有者の指定する業者と契約す
るほかない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

単価契約
東京税関で
合同庁舎入
居官署一括
契約

487 成田空港合同庁舎土地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長
向井清孝

千葉県成田市古込
字古込１－１

平成27年4月1日
成田国際空港株式
会社

成田市古込字古込１
－１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 758,590 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ

東京税関で
一括契約
契約総額
18,235,359
円

488
東京国際空港における上下水道利用
契約

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所羽田空
港支所長
小野田　裕

大田区羽田空港２－
６－４

平成27年4月1日 空港施設株式会社
東京都大田区羽田
空港1-6-5

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

-
単価契約のた
め官署単位の
予定額は不明

- -
当該提供は供給を受けることのできる唯一の
業者であるため。

1(2)①ﾆ(ﾛ)

単価契約
東京税関で
合同庁舎入
居官署一括
契約



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

489 東京国際空港貨物地区電気受給契約

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所羽田空
港支所長
小野田　裕

大田区羽田空港２－
６－４

平成27年4月1日
東京国際エアカーゴ
ターミナル株式会社

東京都大田区羽田
空港2-6-3

会計法第29条の
3第4項（光熱費
等）

-
単価契約のた
め官署単位の
予定額は不明

- -
当該提供は供給を受けることのできる唯一の
業者であるため。

1(2)①ﾆ(ﾛ)

単価契約
東京税関で
合同庁舎入
居官署一括
契約

490
東京国際空港国際線旅客地区維持管
理契約一式

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所羽田空
港支所長
小野田　裕

大田区羽田空港２－
６－４

平成27年4月1日
東京国際空港ターミ
ナル株式会社

東京都大田区羽田
空港2-6-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
単価契約のた
め官署単位の
予定額は不明

- -
入居する施設において、当該提供を受けるた
めには、施設運営会社と契約するほかない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

単価契約
東京税関で
合同庁舎入
居官署一括
契約

491
東京港湾合同庁舎における熱媒の需
給

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所羽田空
港支所長
小野田　裕

大田区羽田空港２－
６－４

平成27年4月1日
東京臨海熱供給株
式会社

東京都江東区有明
3-6-11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
単価契約のた
め官署単位の
予定額は不明

- -
入居する施設において、当該提供を受けるた
めには、東京臨海熱供給株式会社と契約する
ほかない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

単価契約
東京税関で
合同庁舎入
居官署一括
契約



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

492 羽田空港官庁施設塵芥処理

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所羽田空
港支所長
小野田　裕

大田区羽田空港２－
６－４

平成27年4月1日 株式会社櫻商会
東京都大田区京浜
島2-14-11

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

-
単価契約のた
め官署単位の
予定額は不明

- -

羽田空港から排出される一般廃棄物は同空港
内の敷地内で処理することとされており、当該
役務の提供を受けるためには、同敷地内で唯
一処理施設を所有している株式会社櫻商会と
契約するほかなく、競争を許さない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

単価契約
東京税関で
合同庁舎入
居官署一括
契約
予定調達総
額2,488,752
円

493 富山空港事務所土地建物借料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所中部空
港支所長　大塚誠也

愛知県常滑市セント
レア1-1

平成27年4月1日
富山空港ターミナル
ビル株式会社

富山県富山市秋ヶ島
30

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,694,520 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

494
建物賃貸借料
（高松空港ビル）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
高松空港ビル株式
会社

香川県高松市香南
町岡１３１２－７

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,905,888 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

495
建物賃貸借料
（松山空港ビル）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
松山空港ビル株式
会社

愛媛県松山市南吉
田町２７３１

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,449,720 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に限定される賃貸借

1(2)①ﾛ -

496
共益費
（霊長類舎及び特殊動物舎）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 8,195,580 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから、場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約に付随する契約

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

497
共益費
（輸入犬検疫舎）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,618,620 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから、場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約に付随する契約

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日
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理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

498 共益費（貨物検査場）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,305,744 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから、場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約に付随する契約

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

499 動物検疫所広報配信に関する契約

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
株式会社関西エア
ポートエージェンシー

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,026,000 - -

広報に活用可能な空港内に設置されているTV
については、１者が同TVの放映及び管理運営
を一括して行っているため、同者と契約するほ
かなく、競争を許さない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

500
動物検疫所広報配信に関する契約
（出国エリア）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
株式会社関西エア
ポートエージェンシー

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,458,000 - -

広報に活用可能な空港内に設置されているTV
については、１者が同TVの放映及び管理運営
を一括して行っているため、同者と契約するほ
かなく、競争を許さない。

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

501 一般廃棄物処理料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,435,968 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから、場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

502
建物賃借料
（第２ターミナル）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 5,307,768 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから、場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

503
空気調和料及び管理費（第２ターミナ
ル）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,936,164 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから、場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

504
官民共用施設及び官庁専有施設の維
持管理協定（第１ターミナル）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所関西空
港支所長
渕上　誠

大阪府泉南郡田尻
町泉州空港中１番地

平成27年4月1日
新関西国際空港株
式会社

大阪府泉佐野市泉
州空港北１番地

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,313,876 - -
当該場所でなければ行政事務を行う事が不可
能であることから、場所が限定され、供給者が
一に特定されるため

1(2)①ﾛ(付随
するもの)

-

505 住宅の賃貸借

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所神戸支
所長
守野　繁

兵庫県神戸市中央
区脇浜海岸通１－４
－３

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 838,800 - -
職員用宿舎の継続する賃貸借契約であること
から場所が限定され、供給者が一に特定され
るため

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

506 博多港国際ターミナル事務所使用料

分任支出負担行為
担当官代理
動物検疫所門司支
所検疫第１課長立﨑
昌子

福岡県北九州市門
司区西海岸1-3-10

平成27年4月1日
博多港国際旅客ター
ミナル運営共同事業
体

福岡県福岡市博多
区沖浜町14-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,111,320 - -
当該場所でなければ行政事務を行なうことが
不可能であることから、場所が限定され、供給
者が一に特定される

1(2)①ﾛ -

507
佐賀空港国際線ターミナルビル建物賃
貸借料

分任支出負担行為
担当官代理
動物検疫所門司支
所検疫第１課長立﨑
昌子

福岡県北九州市門
司区西海岸1-3-10

平成27年4月1日
佐賀ターミナルビル
株式会社

佐賀県佐賀市川副
町大字犬井道9476-
187

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,283,040 - -
当該場所でなければ行政事務を行なうことが
不可能であることから、場所が限定され、供給
者が一に特定される

1(2)①ﾛ -

508 平成27年度電子論文閲覧契約
支出負担行為担当
官　動物医薬品検査
所長　山本　実

東京都国分寺市戸
倉1-15-1

平成27年4月1日
エルゼビア・ビー・ブ
イ

オランダ王国アムス
テルダム市

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 5,489,552 - -
当該サービス（SciVerse ScienceDirectの利用）
については、エルゼビア・ビー・ブイ社のみが提
供しているため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

509
代謝予測・パスウエイデータベース
MetaDrugウエブアクセス版コンカレント
ライセンス契約

支出負担行為担当
官　動物医薬品検査
所長　山本　実

東京都国分寺市戸
倉1-15-1

平成27年4月1日
トムソン・ロイター・プ
ロフェッショナル株式
会社

東京都港区赤坂5-
2-20

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 4,004,640 - -

当該サービス（代謝予測・パスウェイデータ
ベースの利用）については、トムソン・ロイター・
プロフェッショナル株式会社のみが提供してい
るため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

510
平成27年度液体クロマトグラフ・質量分
析装置一式保守契約

支出負担行為担当
官　動物医薬品検査
所長　山本　実

東京都国分寺市戸
倉1-15-1

平成27年4月1日
株式会社ケーワイ
エーテクノロジーズ

東京都品川区西五
反田2-27-4

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,171,800 - - 履行可能な業者が当該業者のみであるため。 1(2)①ﾆ(ﾍ) -

511

平成27年度コリンズの利用及びテクリ
スの利用
（利用ユーザーＩＤ数コリンズ29ＩＤ・テク
リス29ＩＤ）

支出負担行為担当
官
東北森林管理局長
飛山龍一

秋田県秋田市中通
五丁目9-16

平成27年4月1日
一般財団法人日本
建設情報総合セン
ター

東京都港区赤坂七
丁目10-20

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,679,637 - -
行政目的を達成するために不可欠な特定の情
報について当該情報を提供することが可能な
者から提供を受けるもの

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

512
庁舎敷賃貸料
1327.09m2

分任支出負担行為
担当官
宮城北部森林管理
署長
春日智

宮城県大崎市古川
東町5-32

平成27年4月1日 大崎市
宮城県大崎市古川
七日町1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,622,660 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

513
山形森林管理署庁舎外2敷地賃借料
4,253.24ｍ2

分任支出負担行為
担当官
山形森林管理署長
髙野憲一

山形県寒河江市元
町一丁目17－2

平成27年4月1日 寒河江市
山形県寒河江市中
央一丁目9-45

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,798,450 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

514
事業用土地建物賃貸借契約
(土地496.77ｍ2、建物146.30ｍ2)

分任支出負担行為
担当官
静岡森林管理署長
枝澤修

静岡県静岡市葵区
駿府町1-120

平成27年4月1日 有限会社松本商店
静岡県御殿場市新
橋766-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,680,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

515
建物賃貸借
(数量　　30戸)

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
志田孝一

群馬県前橋市岩神
町4-16-25

平成27年4月1日 有限会社黒岩商事
群馬県吾妻郡嬬恋
村三原481-7

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 18,720,000 - -
公務員宿舎として継続使用するものであり、供
給者が一に特定され競争を許さないため。

1(2)①ﾛ -

516
平成27年度JCIS・テクリスWeb版検索
システムの利用
(一式)

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
志田孝一

群馬県前橋市岩神
町4-16-25

平成27年4月1日
一般財団法人日本
建設情報総合セン
ター

東京都港区赤坂7-
10-20

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,311,428 - -
全国の公共発注機関が発注した工事実績デー
タ等をデータべース化し情報提供する機関は
他にはないため

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

517
土地賃貸借
(庁舎敷　　1,190.58ｍ2)

分任支出負担行為
担当官
上越森林管理署長
澤山秀尚

新潟県上越市大道
福田555

平成27年4月1日 上越市
新潟県上越市木田
1-1-3

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 2,635,217 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

518
平成27年度天城高原「ふれあいの郷」
進入路使用料金

分任支出負担行為
担当官
伊豆森林管理署長
金井正典

静岡県伊豆市牧之
郷546-5

平成27年4月1日
伊豆観光開発株式
会社

静岡県伊東市池
895-459

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 844,418 - -

「ふれあいの郷」整備事業用地への進入路（約
1.3km）としての賃貸借であり、他の進入路もな
く場所が限定され供給者が一に特定されるた
め。

1(2)①ﾛ -

519
土地借上
（小田中公務員宿舎敷）

分任支出負担行為
担当官
北信森林管理署長
清水信之

長野県飯山市大字
飯山1090-1

平成27年4月1日 中野市長
長野県中野市三好
町1-3-19

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,493,105 - -
宿舎敷借上の継続する契約であるため場所が
限定され、供給者が一に特定されるため。

1(2)①ﾛ -

520
中信署庁舎敷借地料
（3,179m2）

分任支出負担行為
担当官代理
中信森林管理署次
長
宮澤昌弘

長野県松本市島立
1256-1

平成27年4月1日 個人情報
長野県松本市島立
1364-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 4,790,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

521
姫川治山事業所敷借地料
（1,917m2）

分任支出負担行為
担当官代理
中信森林管理署次
長
宮澤昌弘

長野県松本市島立
1256-1

平成27年4月1日 糸魚川市役所
新潟県糸魚川市一
の宮1-2-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,465,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

522
中信1号宿舎賃貸借料
（1戸）

分任支出負担行為
担当官代理
中信森林管理署次
長
宮澤昌弘

長野県松本市島立
1256-1

平成27年4月1日
有限会社サンシャイ
ン深澤

長野県松本市島立
843

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 840,000 - -
公務員宿舎として継続する賃貸借契約であり、
供給者が一に特定され、競争を許さないため。

1(2)①ﾛ -

523
中信3号宿舎賃貸借料
（1戸）

分任支出負担行為
担当官代理
中信森林管理署次
長
宮澤昌弘

長野県松本市島立
1256-1

平成27年4月1日 個人情報
長野県松本市島内
5055

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 804,000 - -
公務員宿舎として継続する賃貸借契約であり、
供給者が一に特定され、競争を許さないため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

524
中信4号宿舎賃貸借料
（1戸）

分任支出負担行為
担当官代理
中信森林管理署次
長
宮澤昌弘

長野県松本市島立
1256-1

平成27年4月1日 個人情報
長野県松本市島内
5055

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 804,000 - -
公務員宿舎として継続する賃貸借契約であり、
供給者が一に特定され、競争を許さないため。

1(2)①ﾛ -

525
敷地賃貸借料
（3982他2筆、953.33m2）
飯田治山事業所及び公務員宿舎

分任支出負担行為
担当官代理
中部森林管理局伊
那谷総合治山事業
所技術専門官
井上元晴

長野県飯田市座光
寺5152-1

平成27年4月1日 北原良男
長野県飯田市宮ノ上
3993-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 987,950 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

526
滋賀森林管理署公務員宿舎通路敷貸
借契約
（一式）

分任支出負担行為
担当官
滋賀森林管理署長
西川　晃由

滋賀県大津市瀬田
3-40-18

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 960,000 - -
公務員宿舎通路用地として当該地以外に場所
がなく、供給者が一に限定される賃貸契約であ
るため。

1(2)①ﾛ -

527
造林事業宿舎賃貸借契約
（一式）

分任支出負担行為
担当官
近畿中国森林管理
局
奈良森林管理事務
所長
小森　久喜

奈良県奈良市赤膚
町1143-20

平成27年4月1日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 864,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

528
鳥取森林管理署庁舎敷地公有財産賃
貸借契約
（一式）

分任支出負担行為
担当官
鳥取森林管理署長
竹内　芳仁

鳥取県鳥取市東町
2-325

平成27年4月1日 鳥取県
鳥取県鳥取市東町１
－２２０

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,668,547 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

529

平成27年度コリンズ（工事実績情報シ
ステム）の利用及びテクリス（測量調査
設計業務実績情報システム）の利用
（一式）

支出負担行為担当
官
近畿中国森林管理
局長
青木　庸三

大阪府大阪市北区
天満橋1-8-75

平成27年4月1日
一般財団法人日本
建設情報総合セン
ター

東京都港区赤坂7-
10-20

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,342,281 - -
公共工事等に係る工事、測量調査設計実績、
技術者データ等の情報を持っている唯一の機
関であるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) 単価契約

530
徳島森林管理署庁舎敷賃貸借
（189.57㎡）

分任支出負担行為
担当官
徳島森林管理署長
原修

徳島県徳島市川内
町鶴島239-1

平成27年4月1日 「個人情報非公表」 「個人情報非公表」
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,240,704 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

531
徳島森林管理署庁舎敷賃貸借
（302.86㎡）

分任支出負担行為
担当官
徳島森林管理署長
原修

徳島県徳島市川内
町鶴島239-1

平成27年4月1日 「個人情報非公表」 「個人情報非公表」
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,651,860 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

532
徳島森林管理署庁舎敷賃貸借
（469.82㎡）

分任支出負担行為
担当官
徳島森林管理署長
原修

徳島県徳島市川内
町鶴島239-1

平成27年4月1日 「個人情報非公表」 「個人情報非公表」
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 966,756 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

533
鳥栖森林事務所敷土地賃貸借
350.0ｍ2

分任支出負担行為
担当官
佐賀森林管理署長
森勇二

佐賀県佐賀市成章
町2-11

平成27年4月1日 「個人情報非公表」 「個人情報非公表」
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 900,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

534
長崎森林管理署庁舎敷賃貸借
1,499.99ｍ2

分任支出負担行為
担当官
長崎森林管理署長
岡本一孝

長崎県諫早市栗面
町804-1

平成27年4月1日 「個人情報非公表」 「個人情報非公表」
会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 3,000,000 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

535
宮崎北部森林管理署庁舎敷外土地賃
貸借
庁舎敷2,029..07ｍ2外

分任支出負担行為
担当官
宮崎北部森林管理
署長
工藤孝

宮崎県日向市大字
日知屋17371-1

平成27年4月1日 宮崎県
宮崎県宮崎市橘通
東2-10-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,451,283 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

536
沖縄森林管理署庁舎賃貸借
240.58ｍ2

分任支出負担行為
担当官
沖縄森林管理署長
清水俊二

沖縄県那覇市壺川
3-2-6

平成27年4月1日
株式会社壺川ビル
管理

沖縄県那覇市壺川
3-2-6

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 7,661,712 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約であるため。

1(2)①ﾛ -

537
平成27年度農地土壌炭素貯留等基礎
調査事業（農地管理実態調査）

支出負担行為担当
官　農林水産省生産
局長　松島浩道

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年5月28日
独立行政法人家畜
改良センター

福島県西白河郡西
郷村大字小田倉字
小田倉原１番地

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 1,163,478 - -

本事業の実施により収集されるデータは国際
約束に基づき毎年実施している国連への報告
に活用されるが、調査対象等を変更した場合、
データの連続性・信頼性が失われ、本事業に
期待される成果が得られなくなるおそれがあ
る。このため、今年度についても過年度と同一
地点で継続的に土壌サンプルを採取し、同一
の方法で分析を行うことができるよう、昨年度
に本事業を実施した機関に事業を委託する必
要がある。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

538

平成27年度農地土壌炭素貯留等基礎
調査事業（農地管理技術実証）調査課
題「畑地における有機物の施用等に関
する調査」

支出負担行為担当
官　農林水産省生産
局長　松島浩道

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年5月28日

畑地における農地土
壌温室効果ガス排出
量調査実施コンソー
シアム

新潟県長岡市長倉
町８５７ 番地

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 6,840,000 - -

本事業の実施により収集されるデータは国際
約束に基づき毎年実施している国連への報告
に活用されるが、調査対象等を変更した場合、
データの連続性・信頼性が失われ、本事業に
期待される成果が得られなくなるおそれがあ
る。このため、今年度についても過年度と同一
地点で継続的に土壌サンプルを採取し、同一
の方法で分析を行うことができるよう、昨年度
に本事業を実施した機関に事業を委託する必
要がある。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

539
平成27年度地域循環型バイオガスシ
ステム構築モデル事業

支出負担行為担当
官
農林水産省食料産
業局長
櫻庭　英悦

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年5月14日
農事組合法人細澤
牧場

北海道千歳市根志
越2,497番地１

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

78,492,483 78,492,483 100.0% -

　本事業は、地域循環型のバイオガスシステム
について、温室効果ガス削減効果や事業性等
の実証を行うものであり、データの蓄積や分
析、問題点の抽出などに相応の期間を要し、同
一地区での継続した取組が必要なことから、昨
年度の委託契約者と同じ事業者に委託を行う
ものである。
　なお、事業者については平成２５年度に企画
競争方式による公募を行い、外部有識者を含
む企画審査委員会の審査を経て選定されたも
のであり、事業継続の妥当性を同委員会が評
価しているところである。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

540
平成27年度地域循環型バイオガスシ
ステム構築モデル事業

支出負担行為担当
官
農林水産省食料産
業局長
櫻庭　英悦

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年5月14日 前澤工業株式会社
埼玉県川口市仲町5
番11号

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

195,072,051 195,072,051 100.0% -

　本事業は、地域循環型のバイオガスシステム
について、温室効果ガス削減効果や事業性等
の実証を行うものであり、データの蓄積や分
析、問題点の抽出などに相応の期間を要し、同
一地区での継続した取組が必要なことから、昨
年度の委託契約者と同じ事業者に委託を行う
ものである。
　なお、事業者については平成２５年度に企画
競争方式による公募を行い、外部有識者を含
む企画審査委員会の審査を経て選定されたも
のであり、事業継続の妥当性を同委員会が評
価しているところである。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

541
平成27年度地域循環型バイオガスシ
ステム構築モデル事業

支出負担行為担当
官
農林水産省食料産
業局長
櫻庭　英悦

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年5月14日 株式会社日星電気
北海道札幌市東区
北6条東4丁目8番地
の16

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

111,456,000 111,456,000 100.0% -

　本事業は、地域循環型のバイオガスシステム
について、温室効果ガス削減効果や事業性等
の実証を行うものであり、データの蓄積や分
析、問題点の抽出などに相応の期間を要し、同
一地区での継続した取組が必要なことから、昨
年度の委託契約者と同じ事業者に委託を行う
ものである。
　なお、事業者については平成２６年度に企画
競争方式による公募を行い、外部有識者を含
む企画審査委員会の審査を経て選定されたも
のであり、事業継続の妥当性を同委員会が評
価しているところである。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

542
平成27年度地域循環型バイオガスシ
ステム構築モデル事業

支出負担行為担当
官
農林水産省食料産
業局長
櫻庭　英悦

東京都千代田区霞ヶ
関1-2-1

平成27年5月21日
真庭広域廃棄物リサ
イクル事業協同組合

岡山県真庭市中島４
３１－６

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

111,462,000 111,462,000 100.0% -

　本事業は、地域循環型のバイオガスシステム
について、温室効果ガス削減効果や事業性等
の実証を行うものであり、データの蓄積や分
析、問題点の抽出などに相応の期間を要し、同
一地区での継続した取組が必要なことから、昨
年度の委託契約者と同じ事業者に委託を行う
ものである。
　なお、事業者については平成２６年度に企画
競争方式による公募を行い、外部有識者を含
む企画審査委員会の審査を経て選定されたも
のであり、事業継続の妥当性を同委員会が評
価しているところである。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

543 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年5月8日 福井県
福井県福井市大手
3-17-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 6,771,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

544 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年5月8日 滋賀県
滋賀県大津市京町
4-1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,883,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

545 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年5月8日 広島県
広島県広島市中区
基町10-52

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 4,900,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -

546 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年5月18日 佐賀県
佐賀県佐賀市城内
1-1-59

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 3,250,000 - -
法令の規定及び地方公共団体との取り決めに
より、契約相手方が－に定められるもの

1(2)①ｲ(ｲ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

547
中津山農業水利事業旧古川排水路
（その７）その他工事に伴う電気工作物
移転補償

分任支出負担行為
担当官東北農政局
中津山農業水利事
業所長　宮石　幸雄

宮城県石巻市相野
谷字飯野川町159-1

平成27年5月8日
東北電力株式会社
宮城支店

宮城県仙台市青葉
区中央4-6-1

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失
補償等に対して契約を行うものであり、工事に
必要となる土地等の権利者との契約となること
から、場所及び契約相手方が限定されるもの
である。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

548
平成２７年度農地土壌炭素貯留等基
礎調査事業（農地管理実態調査）（青
森県）

支出負担行為担当
官東北農政局長　豊
田　育郎

宮城県仙台市青葉
区本町3-3-1

平成27年5月29日
地方独立行政法人
青森県産業技術セン
ター

青森県黒石市田中８
２－９

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,376,000 1,376,000 100.0% -
本調査は、データを継続的に蓄積していくこと
が必須であり、地方公共団体との取決めにより
契約の相手方が一に決められている。

1(2)①ｲ(ﾆ) -

549
平成27年度荒川中部農業水利事業玉
淀ダム共同工事に関する受委託契約
一式

支出負担行為担当
官　関東農政局長
末松　広行

埼玉県さいたま市中
央区新都心2-1さい
たま新都心合同庁舎
2号館

平成27年5月19日 東京発電株式会社
東京都台東区池之
端1-2-18

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 52,851,096 - -
河川法第50条の規定に基づき定められた管理
者に委託するため。

1(2)①ｲ(ｲ) -

550

庄川放水路（舟戸口工区）その2工事
の施行に伴う支障上水道管の移設補
償
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
庄川左岸農地防災
事業所長　大羽　泉

富山県砺波市幸町8
番20号

平成27年5月19日 砺波市水道事業者
富山県砺波市栄町7
番3号

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

551

国営阿賀野川用水農業水利事業（国
営造成水利施設保全対策推進事業）
左岸中央幹線水路機能保全に係る区
分地上権設定補償
105.92㎡

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
信濃川水系土地改
良調査管理事務所
長　髙居和弘

新潟県新潟市中央
区川岸町1-49-3

平成27年5月20日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- 1,688,576 - -
公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契
約変更（更新）を行うものであり、場所及び契約
相手方が特定されるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

552
加治川第1頭首工改修工事等に伴う漁
業補償

支出負担行為担当
官　北陸農政局長
雜賀　幸哉

石川県金沢市広坂
2-2-60

平成27年5月26日
加治川漁業協同組
合

新潟県新発田市中
央町4-10-4

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に起因し不可避的に生ずる損
害に関して契約を行うものであり、工事に起因
して損害等を受ける権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

553
収入減少影響緩和対策積立金管理業
務委託事業
一式

支出負担行為担当
官　北陸農政局長
雜賀　幸哉

石川県金沢市広坂
2-2-60

平成27年5月28日
新潟県担い手育成
総合支援協議会

新潟県新潟市中央
区東中通1-86

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 7,550,000 - -

契約の相手方が法令等（農業の担い手に対す
る経営安定のための交付金の交付に関する法
律施行規則（平成18年農林水産省令第59号）
第13条第1項第4号）により明確に特定されてい
るため。

1(2)①ｲ(ｲ) -

554
収入減少影響緩和対策積立金管理業
務委託事業
一式

支出負担行為担当
官　北陸農政局長
雜賀　幸哉

石川県金沢市広坂
2-2-60

平成27年5月28日
富山県担い手育成
総合支援協議会

富山県富山市舟橋
北町4-19

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 1,080,000 - -

契約の相手方が法令等（農業の担い手に対す
る経営安定のための交付金の交付に関する法
律施行規則（平成18年農林水産省令第59号）
第13条第1項第4号）により明確に特定されてい
るため。

1(2)①ｲ(ｲ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

555
収入減少影響緩和対策積立金管理業
務委託事業
一式

支出負担行為担当
官　北陸農政局長
雜賀　幸哉

石川県金沢市広坂
2-2-60

平成27年5月28日
公益財団法人いしか
わ農業総合支援機
構

石川県金沢市鞍月2
丁目20番地

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 1,010,000 - 0

契約の相手方が法令等（農業の担い手に対す
る経営安定のための交付金の交付に関する法
律施行規則（平成18年農林水産省令第59号）
第13条第1項第4号）により明確に特定されてい
るため。

1(2)①ｲ(ｲ) -

556
大和紀伊平野農業水利事業（二期）紀
伊平野小田井県営水路他改修工事に
伴う土地取得相当補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年5月13日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる
損害に関して契約を行うものであり、工事に起
因して損害等を受ける権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるため、随意
契約をおこなうものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

557
吉野川下流域農地防災事業北部幹線
水路（板東工区その5）工事委託

支出負担行為担当
官中国四国農政局
長　仲家修一

岡山県岡山市北区
下石井1-4-1

平成27年5月11日 徳島県
徳島県徳島市万代
町1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

424,622,662 424,622,662 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

558
吉野川下流域農地防災事業平成27年
度国営分水工別受益面積整理委託業
務

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年5月11日
吉野川下流域土地
改良区

徳島県板野郡上板
町高瀬字宮ノ本250-
22

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

8,931,600 8,931,600 100.0% -

本委託業務は、既存土地改良区等が所有して
いる台帳等のデータを用いる必要があるが、個
人情報を含む資料は使用目的等を厳しく制限
され組合員及び事業に利害関係のある者以外
の閲覧は困難となっている。当改良区は既存
改良区を包括する改良区であり、傘下改良区
の台帳閲覧が可能であり、本業務に必要な吉
野川下流域地区全域を対象としたデータを所
有している唯一の団体となる。このため、契約
の相手方が一に定められているため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

559
那賀川（二期）農地防災事業北岸幹線
水路（その11）工事に伴う物件移転補
償代金

支出負担行為担当
官中国四国農政局
長　仲家修一

岡山県岡山市北区
下石井1-4-1

平成27年5月18日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

560
那賀川（二期）農地防災事業北岸幹線
水路（その11）工事に伴う物件移転補
償代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年5月27日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

561

西諸（一期）農業水利事業浜ノ瀬ダム
貯水池周辺法面対策工事に伴う損失
補償
立木伐採補償　974本

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
西諸農業水利事業
所長　野中　公文

宮崎県小林市堤
3020-5

平成27年5月7日 小林市
宮崎県小林市細野
300

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容
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562

有明海東部海岸保全事業大和工区正
面堤防（No.32～No.34）改修工事に伴
う電気工作物移設等工事補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
有明海岸保全事業
所長　下川　富夫

佐賀県佐賀市城内
2-10-20

平成27年5月8日
九州電力株式会社
大牟田営業所

福岡県大牟田市不
知火町2-9-20

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

563

筑後川下流農業水利事業幹線水路佐
賀西部高域線（宿工区）工事に係る土
地売買代金
田 731㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流農業水
利事務所長　渡邉
昭弘

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年5月25日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

564
玉名横島海岸保全事業堤防工事に係
る土地使用補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
玉名横島海岸保全
事業所長　荘田　祐
次

熊本県玉名市横島
町横島2081

平成27年5月27日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約相手方が特定されるた
め

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

565
平成27年度西諸(二期)農業水利事業
山之口原ファームポンド工事に係る埋
蔵文化財発掘調査委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
西諸農業水利事業
所長　野中　公文

宮崎県小林市堤
3020-5

平成27年5月28日 宮崎県
宮崎県宮崎市橘通
2-10-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

18,293,000 18,293,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの。

1(2)①ｲ(ﾆ) -

566
平成27年度農地土壌炭素貯留等基礎
調査事業（農地管理実態調査）

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年5月29日
大分県農林水産研
究指導センター長

大分県豊後大野市
三重町赤嶺2328-8

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,212,000 1,212,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより相手方が一
に定められていｔるもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

567
平成２７年度農地土壌炭素貯留等基
礎調査事業（農地管理実態調査）

支出負担行為担当
官　北海道農政事務
所長　鶴見和良

北海道札幌市中央
区北４条西１７丁目１
９－６

平成27年5月1日
地方独立行政法人
北海道立総合研究
機構

北海道札幌市中央
区北１９条西１１丁目

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 5,049,000 - -
地方公共団体との取り決めにより、契約相手方
が一に定められているため

1(2)①ｲ(ﾆ) -

568
東京国際空港国際線旅客ターミナル
土地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所羽田空港支所
長　角田　幸司

東京都大田区羽田
空港2-6-4

平成27年5月15日
東京国際空港ターミ
ナル株式会社

東京都大田区羽田
空港2-6-5

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,230,363 - -
業務上、当該ビル内で輸出カウンターを運用す
る必要があり、所有者と契約するほかない

1(2)①ﾛ -

569
アナプラズマ病診断用補体結合反応
抗原購入

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　小倉
弘明

神奈川県横浜市磯
子区原町11-1

平成27年5月15日
一般財団法人化学
及血清療法研究所

熊本県熊本市北区
大窪１丁目６－１

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 7,560,000 - -
本薬品は、一般財団法人化学及血清療法研究
所が薬事法に基づき製造販売の許可を唯一受
けているため

1(2)①ｲ(ｲ) -
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570
ニホンジカ捕獲駆除事業
(従事時間960H）

分任支出負担行為
担当官
岐阜森林管理署長
森川誠道

岐阜県下呂市小坂
町大島1643-2

平成27年5月19日 七宗町猟友会
岐阜県加茂郡七宗
町上麻生2442-3

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 1,036,800 - -

捕獲許可は、鳥獣被害特別措置法により県か
ら市町村に権限が委譲され、広域的で効果的
な実行体制を有する者を対象とし、安全かつ計
画的な実行のため1地域1者に限定して許可が
出されている。当該地域の捕獲許可者は、契
約相手方のみで実施者が一に特定され競争を
許さないため。

1(2)①ｲ(ｲ) -

571
希少野生動植物種（アツモリソウ）保護
管理事業
（336H）

分任支出負担行為
担当官
東信森林管理署長
松井正

長野県佐久市臼田
1822

平成27年5月27日
浅間山高山植物保
護対策協議会

長野県北佐久郡軽
井沢町大字長倉
2144

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 691,200 - -

本事業は、県の条例に基づいて保護・回復等
を実施することとしていることから、契約相手方
には、アツモリソウについての専門知識や生育
場所についての情報が不可欠である。契約相
手は、長野県が行う保護回復事業計画を実施
できる唯一の事業者であり、本事業を実施する
ために必要な条件を満たす実施者は他におら
ず、実施者が一に特定され競争を許さないた
め。

1(2)①ｲ(ﾆ) -

572
平成27年度農地土壌炭素貯留等基礎
調査事業（指導・とりまとめ業務）

支出負担行為担当
官　農林水産省生産
局長　松島浩道

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年6月1日
農地土壌温室効果
ガス排出量算定コン
ソーシアム

茨城県つくば市観音
台３－１－３

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 8,266,000 - -

本事業の実施により収集されるデータは国際
約束に基づき毎年実施している国連への報告
に活用されるが、本コンソーシアムが決定し、
調査・検証事業の受託者に指導してきた様々
な技術方針等は広範囲かつ詳細な事項に渡っ
ている。このため、２７年度、別の者に正確に引
継ぎ、調査・検証事業の受託者への指導を適
切に実施することは不可能であり、本調査事業
全体の目的が達成されなくなることから、昨年
度に本事業を実施したコンソーシアムに事業を
委託する必要がある。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

573

平成27年度農地土壌炭素貯留等基礎
調査事業（農地管理技術実証）調査課
題「水田における有機物の施用に関す
る調査」

支出負担行為担当
官　農林水産省生産
局長　松島浩道

東京都千代田区霞
が関１－２－１

平成27年6月17日

国立研究開発法人
農業・食品産業技術
総合研究機構北海
道農業研究センター
（代表機関）

北海道札幌市豊平
区羊ヶ丘１番地

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

- 2,225,000 - -

本事業の実施により収集されるデータは国際
約束に基づき毎年実施している国連への報告
に活用されるが、調査対象等を変更した場合、
データの連続性・信頼性が失われ、本事業に
期待される成果が得られなくなるおそれがあ
る。このため、今年度についても過年度と同一
地点で継続的に土壌サンプルを採取し、同一
の方法で分析を行うことができるよう、昨年度
に本事業を実施した機関に事業を委託する必
要がある。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日
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の根拠条文及び
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574

平成27年度放射能調査研究委託事業
のうち「農畜産物及び土壌中放射性核
種のバックグラウンドレベルの監視」に
係る試料採取及び緊急時における試
料採取並びに分析・評価業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局長　西郷
正道

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年6月11日
国立研究開発法人
農業環境技術研究
所

茨城県つくば市観音
台3-1-3

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

2,623,000 2,623,000 100.0% -

試料採取業務については、受託機関の圃場で
60年以上にわたり、放射能汚染に関するデー
タを取り続けており、今後もデータの連続性を
確保するためには、同一の圃場で試料採取を
続ける必要がある。圃場の維持管理を受託機
関が行っていること、公共機関の圃場に民間企
業が立ち入り、試料採取を行うことが難しいこと
を鑑みると、圃場を有している受託機関が自ら
の業務として圃場の維持管理及び作物の維持
管理並びに試料採取を行うことが必要不可欠
であるため。緊急時における試料採取並びに
分析・評価業務については、牛乳については畜
産草地研究所から地理的に隣接した農業環境
技術研究所へ持ち込み、野菜については農業
環境技術研究所が採取し、農業環境技術研究
所が分析を行うことにより迅速な分析が行える
連携体制が取られている。今後も緊急時の分
析をより迅速に行うためには、この連携体制を
維持することが必要不可欠であるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

575

平成27年度放射能調査研究委託事業
のうち「農畜産物及び土壌中放射性核
種のバックグラウンドレベルの監視」に
係る試料採取及び緊急時における試
料採取並びに評価業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局長　西郷
正道

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年6月18日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術
総合研究機構

茨城県つくば市観音
台3-1-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

9,284,000 9,284,000 100.0% -

試料採取業務については、受託機関の圃場で
60年以上にわたり、放射能汚染に関するデー
タを取り続けており、今後もデータの連続性を
確保するためには、同一の圃場で試料採取を
続ける必要がある。圃場の維持管理を受託機
関が行っていること、公共機関の圃場に民間企
業が立ち入り、試料採取を行うことが難しいこと
を鑑みると、圃場を有している受託機関が自ら
の業務として圃場の維持管理及び作物の維持
管理並びに試料採取を行うことが必要不可欠
であるため。緊急時における試料採取並びに
評価業務については、牛乳については農業・食
品産業技術総合研究機構（畜産草地研究所）
が速やかに分析試料の前処理を行い、地理的
に隣接した農業環境技術研究所へ持ち込むこ
とにより迅速な分析が行える連携体制が取ら
れている。今後も緊急時の分析をより迅速に行
うためには、この連携体制を維持することが必
要不可欠であるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

576

平成27年度放射能調査研究委託事業
のうち「農畜産物及び土壌中放射性核
種のバックグラウンドレベルの監視」に
係る試料採取業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局長　西郷
正道

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年6月24日 秋田県農業試験場
秋田県秋田市雄和
相川字源八沢34-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

267,000 267,000 100.0% -

受託機関の圃場で60年以上にわたり、放射能
汚染に関するデータを取り続けており、今後も
データの連続性を確保するためには、同一の
圃場で試料採取を続ける必要がある。圃場の
維持管理を受託機関が行っていること、公共機
関の圃場に民間企業が立ち入り、試料採取を
行うことが難しいことを鑑みると、圃場を有して
いる受託機関が自らの業務として圃場の維持
管理及び作物の維持管理並びに試料採取を行
うことが必要不可欠であるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -
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577

平成27年度放射能調査研究委託事業
のうち「農畜産物及び土壌中放射性核
種のバックグラウンドレベルの監視」に
係る試料採取業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局長　西郷
正道

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年6月24日
地方独立行政法人
大阪府立環境農林
水産総合研究所

大阪府羽曳野市尺
度442

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

268,000 268,000 100.0% -

受託機関の圃場で60年以上にわたり、放射能
汚染に関するデータを取り続けており、今後も
データの連続性を確保するためには、同一の
圃場で試料採取を続ける必要がある。圃場の
維持管理を受託機関が行っていること、公共機
関の圃場に民間企業が立ち入り、試料採取を
行うことが難しいことを鑑みると、圃場を有して
いる受託機関が自らの業務として圃場の維持
管理及び作物の維持管理並びに試料採取を行
うことが必要不可欠であるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

578

平成27年度放射能調査研究委託事業
のうち「農畜産物及び土壌中放射性核
種のバックグラウンドレベルの監視」に
係る試料採取業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局長　西郷
正道

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年6月24日
岡山県農林水産総
合センター

岡山県赤磐市神田
沖1174-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

183,000 183,000 100.0% -

受託機関の圃場で60年以上にわたり、放射能
汚染に関するデータを取り続けており、今後も
データの連続性を確保するためには、同一の
圃場で試料採取を続ける必要がある。圃場の
維持管理を受託機関が行っていること、公共機
関の圃場に民間企業が立ち入り、試料採取を
行うことが難しいことを鑑みると、圃場を有して
いる受託機関が自らの業務として圃場の維持
管理及び作物の維持管理並びに試料採取を行
うことが必要不可欠であるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

579

平成27年度放射能調査研究委託事業
のうち「農畜産物及び土壌中放射性核
種のバックグラウンドレベルの監視」に
係る試料採取業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術会
議事務局長　西郷
正道

東京都千代田区霞
が関1-2-1

平成27年6月30日
茨城県農業総合セン
ター

茨城県笠間市安居
3165-1

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

540,000 540,000 100.0% -

受託機関の圃場で60年以上にわたり、放射能
汚染に関するデータを取り続けており、今後も
データの連続性を確保するためには、同一の
圃場で試料採取を続ける必要がある。圃場の
維持管理を受託機関が行っていること、公共機
関の圃場に民間企業が立ち入り、試料採取を
行うことが難しいことを鑑みると、圃場を有して
いる受託機関が自らの業務として圃場の維持
管理及び作物の維持管理並びに試料採取を行
うことが必要不可欠であるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

580
保安林解除処分義務付等請求事件の
控訴に係る準備書面案作成等の請負
業務

支出負担行為担当
官　林野庁長官　今
井　敏

東京都千代田区霞
が関1－2－1

平成27年6月18日 高田法律事務所
東京都千代田区有
楽町１－９－４

会計法第29条の
3第4項（特定情
報）

2,800,000 2,800,000 100.0% -
本件裁判提訴前の行政不服審査、提訴後の書
面準備等、本件全般の事情等に精通している
者から指導、助言を得る必要があるため。

1(2)①ﾆ(ﾍ) -

581
和賀中部農業水利事業　PCB廃棄物
処理業務

分任支出負担行為
担当官東北農政局
和賀中部農業水利
事業所長　太田　勝
也

岩手県北上市和賀
町長沼6-131-1

平成27年6月22日
中間貯蔵・環境安全
事業株式会社北海
道PCB処理事業所

北海道室蘭市仲町
14-7

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

2,062,920 2,062,920 100.0% -

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法により高濃度ＰＣＢ廃棄
物処理を廃棄するものであり、処理施設が日
本環境安全事業株式会社北海道事業所に限
定されているものである。

1(2)①ｲ(ｲ) -

582

北総中央農業水利事業滝台第6加圧
機場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
委託
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政局
北総中央農業水利
事業所長　野道　彰
一

千葉県八街市八街
に456－1

平成27年6月1日
公益財団法人千葉
県教育振興財団

千葉県四街道市鹿
渡809-2

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 8,068,680 - 0

千葉県内における国・県等が実施主体となる
開発事業に伴う発掘調査について、千葉県教
育委員会教育長より契約の相手方が一に定め
られているため。

1(2)①ｲ(ｲ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
再就職
の役員
の数

競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由

随意契約によ
らざるを得な
い場合とした
財務大臣通
知上の根拠
区分

備　　考

名称 所在地 商号又は名称

583

庄川放水路（舟戸口工区）その2工事
の施行に伴う支障電気通信設備の移
設補償
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
庄川左岸農地防災
事業所長　大羽　泉

富山県砺波市幸町8
番20号

平成27年6月11日
西日本電信電話株
式会社富山支店

富山県富山市東田
地方町1-1-30

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

584
鎧潟排水機場建設工事に伴う物件移
転補償
一件

分任支出負担行為
担当官　北陸農政局
新川流域農業水利
事業所長　相澤　顕
之

新潟県新潟市西蒲
区巻甲5488

平成27年6月30日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるため

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

585
平成27年度新濃尾地区土地所有者状
況等調査業務委託事業（宮田用水土
地改良区）

分任支出負担行為
担当官　東海農政局
新濃尾農地防災事
業所長　森山　信弘

愛知県一宮市八幡5
丁目1番14号

平成27年6月26日
宮田用水土地改良
区

愛知県稲沢市稲沢
町北山178

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,080,000 1,080,000 100.0% -

本業務は土地改良区が所有する賦課台帳を用
いる必要があり法令の規定により、契約の相手
方が一に定められていることから競争を許さな
い。

1(2)①ｲ(ｲ) -

586

大和紀伊平野農業水利事業（二期）紀
の川左岸支線水路（宮井水路）その７
改修工事の施工に伴う電気配電設備
の移設補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政局
大和紀伊平野農業
水利事務所長　尾崎
明久

奈良県橿原市城殿
町459

平成27年6月8日
関西電力株式会社
和歌山営業所

和歌山県和歌山市
岡山丁４０

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる
損害に関して契約を行うものであり、工事に起
因して損害等を受ける権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるため、随意
契約をおこなうものである。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

587
南周防農地整備事業石の口団地埋蔵
文化財発掘調査委託業務

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年6月1日 田布施町
山口県熊毛郡田布
施町大字下田布施
3440-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

29,932,830 29,932,830 100.0% -

文化財保護法第94条に基づき実施する発掘調
査であり、発掘調査実施機関である地方公共
団体と契約を結ぶもので契約の性質が競争を
許さない。

1(2)①ｲ(ｲ) -

588
南周防農地整備事業伊保庄団地埋蔵
文化財発掘調査取りまとめ委託業務

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年6月1日 柳井市
山口県柳井市南町
1-10-2

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

3,390,450 3,390,450 100.0% -

文化財保護法第94条に基づき実施する発掘調
査であり、発掘調査実施機関である地方公共
団体と契約を結ぶもので契約の性質が競争を
許さない。

1(2)①ｲ(ｲ) -

589
那賀川（二期）農地防災事業北岸幹線
水路（その11）工事に伴う土地使用代
金代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年6月8日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

590
那賀川（二期）農地防災事業北岸幹線
水路（その11）工事に伴う土地使用代
金代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年6月8日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由

予定価格 落札率
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財務大臣通
知上の根拠
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名称 所在地 商号又は名称

591
南周防農地整備事業時貞団地埋蔵文
化財発掘調査取りまとめ委託業務

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年6月9日 田布施町
山口県熊毛郡田布
施町大字下田布施
3440-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

4,068,540 4,068,540 100.0% -

文化財保護法第94条に基づき実施する発掘調
査であり、発掘調査実施機関である地方公共
団体と契約を結ぶもので契約の性質が競争を
許さない。

1(2)①ｲ(ｲ) -

592
吉野川下流域農地防災事業北部幹線
水路（大寺工区その2）工事に係る補償
代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年6月11日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

593 益田支所庁舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局中国土地改良
調査管理事務所長
新保義剛

広島県広島市安佐
北区可部2-6-15

平成27年6月17日

益田駅前地区第一
種市街地再開発事
業施行者益田市長
山本浩章

島根県益田市常盤
町1-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,321,713 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

594
南周防農地整備事業中西団地区画整
理工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年6月18日
中国電力株式会社
柳井営業所

山口県柳井市古開
作字東条685-11

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

595
南周防農地整備事業中西団地区画整
理工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局南周防農地整
備事業所長　泉本和
義

山口県熊毛郡田布
施町大字波野585-1

平成27年6月18日
中国電力株式会社
柳井営業所

山口県柳井市古開
作字東条685-11

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

596
吉野川下流域農地防災事業北部幹線
水路（3号水位流量調整施設）工事他
に係る補償代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年6月24日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

597
那賀川（二期）農地防災事業北岸幹線
水路（その11）工事に伴う物件移転補
償代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局那賀川農地防
災事業所長　山田和
広

徳島県阿南市日開
野町西居内456

平成27年6月25日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容
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598
吉野川下流域農地防災事業南部幹線
水路（乙瀬工区）42号分水施設他工事
に係る補償代金

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局四国東部農地
防災事務所長　本間
泰造

徳島県板野郡板野
町川端字庄境2-1

平成27年6月29日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -

公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、工事に必要となる土地等の
権利者との契約であり、場所及び契約相手方
が特定されるものであるため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

599
平成27年度国営土地改良事業に係る
換地処分等に関する委託業務

支出負担行為担当
官中国四国農政局
長　仲家修一

岡山県岡山市北区
下石井1-4-1

平成27年6月29日 山口県
山口県山口市滝町
1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

21,999,000 21,999,000 100.0% -
土地改良法第89条の2及び同法施行令51条の
2の規定により契約の相手方が都道府県知事
と定められているため

1(2)①ｲ(ｲ) -

600 宿舎建物賃貸借料（益田支所）

分任支出負担行為
担当官中国四国農
政局中国土地改良
調査管理事務所長
新保義剛

広島県広島市安佐
北区可部2-6-15

平成27年6月30日
大東建物管理株式
会社

東京都港区港南2-
16-1

会計法第29条の
3第4項（賃貸借
契約）

- 1,138,320 - -
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であることから場所が限定され、供給者が
一に特定される賃貸借契約

1(2)①ﾛ -

601
平成２７年度国営干拓環境対策調査
水質負荷削減対策調査検討委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年6月3日 長崎県
長崎県長崎市江戸
町2-14

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

4,050,000 4,050,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

602

平成26年度川副１号線（犬井道東その
2工区）工事に伴う電気工作物移設補
償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流右岸農
地防災事業所長　寺
尾　和彦

佐賀県神埼市千代
田町直鳥166-1

平成27年6月5日
九州電力株式会社
佐賀営業所

佐賀県佐賀市神野
東2-3-6

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

603
平成27年度農地土壌炭素貯留等基礎
調査事業（農地管理実態調査）

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年6月10日 熊本県知事
熊本県熊本市中央
区水前寺６丁目１８
番１号

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,073,000 1,073,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより相手方が一
に定められていｔるもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

604
平成27年度農地土壌炭素貯留等基礎
調査事業（農地管理実態調査）

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年6月10日
鹿児島県農業開発
総合センター所長

鹿児島県南さつま市
金峰町大野２２００番
地

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,472,000 1,472,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより相手方が一
に定められていｔるもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

605
平成27年度「みんなで豊かな農林漁
業」人権啓発委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年6月16日 福岡県
福岡県福岡市博多
区東公園7-7

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,449,000 1,449,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -



住所

契約金額番号 契約の名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
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の役員
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606

平成26年度川副１号線（犬井道東その
2工区）工事に伴う電気通信工作物移
設等補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流右岸農
地防災事業所長　寺
尾　和彦

佐賀県神埼市千代
田町直鳥166-1

平成27年6月17日
佐賀シティビジョン株
式会社

佐賀県佐賀市天神
3-2-24

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

607

肝属中部（二期）農業水利事業4号水
管橋工事に伴う電気工作物移設等工
事補償金
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為
担当官代理　九州農
政局肝属中部農業
水利事業所次長　西
山　大助

鹿児島県鹿屋市新
川町597

平成27年6月18日
九州電力株式会社
鹿児島お客さまセン
ター鹿屋営業所

鹿児島県鹿屋市札
元2-3792-5

会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

608

平成27年度幹線水路佐賀西部高域線
工事に係る埋蔵文化財発掘調査委託
事業
H27.6.19～H28.2.29

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流農業水
利事務所長　渡邉
昭弘

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年6月19日 小城市
佐賀県小城市三日
月町長神田2312-2

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

2,350,000 2,350,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

609
筑後川下流左岸農地防災事業中木室
3号線（下牟田口工区）工事に伴う土地
使用補償金

分任支出負担行為
担当官　九州農政局
筑後川下流左岸農
地防災事業所長　新
田　夏一郎

福岡県久留米市津
福今町472-31

平成27年6月26日 個人情報非公表 個人情報非公表
会計法第29条の
3第4項（用地補
償契約）

- - - -
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定される
ため。

1(2)①ﾛに準
ずると認めら
れるもの(財
務省に個別
に協議し認め
られたもの）

-

610
平成27年度「みんなで豊かな農林漁
業」人権啓発委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
井上　明

熊本県熊本市西区
春日2-10-1

平成27年6月30日 大分県
大分県大分市大手
町3-1-1

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

1,222,000 1,222,000 100.0% -
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手
方が一に定められているもの

1(2)①ｲ(ﾆ) -

611
平成27年度日影沢園地し尿収集・運搬
単価契約
（便槽汲み取り一式）

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
志田孝一

群馬県前橋市岩神
町4-16-25

平成27年6月25日
八王子環境管理協
議会

東京都八王子市北
野町565-22

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 1,254,960 - -
条例等に基づく事業実行可能業者が１者のみ
しかないため。

1(2)①ｲ(ﾆ) -

612
平成２７年度箕面国有林における有害
鳥獣個体数管理事業
（一式）

支出負担行為担当
官
近畿中国森林管理
局長
青木　庸三

大阪府大阪市北区
天満橋1-8-75

平成27年6月5日
公益社団法人 大阪
府猟友会

大阪府大阪市中央
区谷町1-3--27　大
手前建設会館内

会計法第29条の
3第4項（法令等
の規定）

- 2,948,400 - 0

シカ被害対策として実施する個体数管理事業
(特定鳥獣捕獲)では、「鳥獣の保護及び管理並
びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、捕
獲に係る資格（罠等）、及び捕獲後の処理等に
関する専門的技術を有する者により実施する
必要があるが、公益社団法人大阪府猟友会
は、これらの条件を満たし、当該地域において
当該事業を実施できる唯一の相手方であるた
め。

1(2)①ｲ(ｲ) 単価契約


